
令和５年まちづくり懇談会会議録

開催日時 令和5年1月21日（土）18:00 ～ 18:56

会　　場 観光情報センターぽっぽ

自治会名 本町第1自治会、本町第2自治会、本町アカシア自治会、本町団地自治会

出席 者 【町側】

大野町長、田中副町長、久保田教育長、柴田総務部長、藤沢保健福祉部長、

水谷産業建設部長、片山教育部長、渡辺町立病院事務長、樋爪企画課長、

村岡企画課主幹　10人

【自治会側】

8人（男性7人、女性1人）

≪顛末内容≫

主　　　な　　　内　　　容

開　　会 18:00～　樋爪企画課長　

自治会長挨拶 18:00～　本町第1自治会　自治会長

　皆さん、お晩でございます。

本日は、お休みのところ、町長さんをはじめ町職員の方々にお越しいただき

ましてありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。

町長挨拶 18:02～　大野町長

　皆様、お晩でございます。

　今日はたくさん雪が降りました。もう少ししたら晴れると思いますので、体

に支障のない範囲で雪かきしていただければと思います。

　今日の懇談会は、コロナ禍の中で、ゆっくり皆様方とのお話しする時間が取

れないということがありますけれども、その中において町の難しい行政運営に

ご協力いただいておりますけれども、この機会ですので思っていることがあり

ましたらどんどんご意見をいただいて、町政に反映させていきたいと思います

のでよろしくお願い申し上げます。

職員紹介 18:03～　樋爪企画課長　

資料説明 18:05～　渡辺町立病院事務長　

・令和5年度三石国保病院の診療体制の変更について

質疑 18:07～　なし

懇談希望テーマ

自治会員Ａ

18:08～

①空き店舗について（静宝通りの店舗）

　空き店舗については、町長さんも学校を卒業した後、よく静内にきていたと

思います。その頃からやっているお店も辞めていなくなっている人もいます

が、お客さんからもどうにかしてほしいという声も出ています。元の●●さん

というお店で、元は●●さんがやっていましたが、今は息子さんしかいないよ

うで、本人に聞いたら、もう所有していないのでわからないということでし

た。その後誰のものか聞いたがはっきりしない。住宅の内壁や玄関の窓も割れ
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藤沢保健福祉部長

自治会員Ａ

大野町長

て崩れそうな状態になっている。その横にあった●●●●●というキャバレー

のシャッターも風が吹いた時に壊れてしまって、私たちの班でコンパネを使っ

て修理した。人の家なので勝手に触ることができない。できれば、町で持ち主

を調べていただき、どうにかしてほしいと思っている。そこは１件だけでなく

隣も窓ガラスが割れて猫が出入りしていて通っても恥ずかしいところがある。

私たちが触ることができないため、何とかしてほしいと思っている。

　空き店舗というよりは空き家対策についてですので私から説明します。

　元の●●さんのところを含めて新ひだか町でも空き家が多くなってきていま

す。新築の家は建てても古い家を壊さずそのままになっている場合や相続の問

題があって壊せないなど、いろいろな問題があって空き家が増えている状況で

す。まだ住める状態のものでもご遺族の方が売らないということもあるので、

これからも空き家は少しずつ増えていくと思っています。

　町では、空き家の実態調査に基づいて計画を作っています。計画の中で所有

者を特定し、その所有者に対して文書で通知をしていますが、お金のことやい

ろいろな諸事情から空き家の整理をしていただけない状況です。今後につきま

しては、現計画が令和５年度で終了しますので、新たな計画を立てるために、

令和５年度中に再度調査をさせていただきます。その調査に基づいて対応させ

ていただこうと思っています。空き家を壊していただくにも時間がかかるた

め、まず、最初に所有者に文書で通知して、その後も対応していただけなけれ

ば、指導、勧告という順番で対応することになります。それでも対応していた

だけない場合は、町で特定空き家として特定し、最終的には強制代執行と言い

まして、危険であれば町で壊して所有者にお金を負担していただくという制度

ですが、時間やお金がかかるため、できる限り所有者に説明をすることで今後

もやっていきたいと思っています。危険なところは他にもありますので、令和

５年中に再度所有者に通知していきたいと思うのでご理解いただきたいと思い

ます。危険であれば我々も監視させていただき、被害が出ないように対応させ

ていただきたい。町が壊すのは難しい状況になっておりますので、法律が変わ

ることに期待していますが、町でパトロールしながら危険がないように対応さ

せていただきたいと思いますのでご理解いただきたいと思います。

　町内に飲み屋さんがたくさんあるが、以前は住んでいる人が多かったがほと

んどの人が通いになっている。夜になったら空き家になっているところが多い

ので火事にでもなったら大変だと思う。以前は旅館等もあって昼間も人が多く

通っていたが、今なら通る人がなく寂しくなっている。

　私たちも若い頃はよく行きました。おっしゃることはよく分かります。担当

部長から説明があったとおり全町的にも空き家は多くあり、2年程前にもやって

いますが、調べ直して所有者に連絡取ってしっかり対応していただくように所

有者の方にお願いしていきたいと思います。危険な状態であれば役場に連絡を

いただければ見させていただくことにしますのでご理解ください。
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自治会員Ａ

自治会員Ａ

水谷産業建設部長

自治会員Ａ

　夜になったら文化通りから静宝通り、中通りにくる人が多い。空き家になっ

ていて壊れているのを見ていたらかわいそうな気持ちである。

②下水について（雨水排水からの悪臭）

　下水道のことですが、静宝通りに映画館ができた時に道路が出来て、その後

すぐに住宅が建ったので、排水を作るのが住宅の建った後だった。そのため、

排水より低い住宅がかなりある。道路側溝に生活排水を流しているところもあ

ると思う。夏場になると側溝からものすごくくさい臭いがするため、町で年2回

程度汲み取って清掃してくれている。できれば、暖かくなる前にもう1回くらい

やってほしいと思っている。その時に臭いを確認してほしい。

　異臭の原因と思われるものは、雑排水が道路側溝上に接続されて流されてい

ると思われ、会長のおっしゃるとおりだと思います。その異臭対策として現在

行っているのは、年に数回、道路側溝内の清掃を行っています。ここ最近は、

コロナで夏まつりを控えていますが、夏まつり前やイベントの際に必ず事前に

清掃している状況です。

　現状の確認については、すでに担当の建設課で夏場の暑い時に現場を見て異

臭を確認しています。生活雑排水については、本来下水道に接続しなければな

らない区域になっていますので、接続してもらうことが大切になります。上下

水道課では、下水道の未接続の対象者に改善を促す依頼文書を年2回程度通知し

ています。また、適宜訪問等をして説明を行って、下水道の接続についてお願

いしています。地道なＰＲ活動になりますが、こういった活動をすることで接

続してもらっている方もおりますので、通知を含めて町広報やフェイスブック

などを活用しながらＰＲを強化し、快適な生活環境に実現に向けて取り組んで

参りたいと思いますのでご理解願います。

③古川の件について（増水時の対策）

　古川の件ですが、私たちの住んでいる近くにあって高校の方から流れている

真沼津川ですが、だいぶ前から目名川の方に流れるようになった。柏台の下の

川もまっすぐに流れるようになって水の量も少なくなってよかったと思ってい

る。神森から町の方へ全部の水が古川に入るようになっている。高校前の藤沢

組さんのところや消防の横の川、幼稚園の裏を通ってあさひの下の方を通って

全部古川へ流れ込んでいる。私の記憶では、小さい頃は古川の水の量も多くて

きれいで泳いでいたが、今は泳げない。藤沢組さんから農協付近は土砂上げや

草刈りを年２回程実施してくれているが、3.4年前に水が出た時は、あふれて１

メートルくらいの水が溜まって、道営住宅の1階の方が半年以上住めなかった。

以前は駅前から高校までの道路は家がなく牧草地や池だったため、水が出るの

は今も続いている。住宅が建って工事が難しいと思うが、土砂や柳の木を切っ

て流れやすくしてもらいたい。

　10年程前から海岸線が非常に近くなった。潮の満ち引きで真沼津川も30セン
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水谷産業建設部長

自治会員Ａ

水谷産業建設部長

チくらい水位が変わる。古川の魚が満潮時に上がって干潮時には戻れなくなっ

ているため、処理場のところで何とかならないかと思っている。

　古川や旧真沼津川の件ですが、古川については北海道が管理している河川

で、旧真沼津川は町が管理している河川になります。いずれの河川について

も、土砂や雑草除去などは定期的に実施しています。

　水位が上がる件については、古川は全体的に平地で市街地から河口に向かっ

て流れています。低地で勾配が緩やかですから、潮の満ち引きに左右された

り、古川の河口が静内川の河口と合流する形なので、静内川の水位や海の潮位

が上がった時に古川の流れが堰き止められることになってしまいます。このこ

とから、道では河口側に設置した排水機場で強制的に河川の水を排水するよう

にしておりまして、冠水被害が出ないようにしています。

　平成30年の台風24号では、時間雨量が19.5ミリのものすごい雨が降りまし

た。平成28年8月の台風9号では記録的な数値で時間雨量が53.5ミリ、平成26年

8月では時間雨量31.5ミリでゲリラ豪雨と言われる雨が降っています。こういっ

た雨のなると古川の排水機場の能力を超える水が古川に流れ込んできます。排

水機場には3台の機械がありますが、フル稼働して毎秒7トン程度は排出できま

すが、通常の降雨など流れが悪い時には排水できますが、時間雨量で30ミリや

50ミリの雨が降ると排水機場の能力を超えて静宝通りが冠水したりしていま

す。原因は古川の水位が下がらないためで、雨水や道路側溝の排水が古川に流

れますが、古川の水位が上がることによって流れなくなって冠水被害が出てき

ます。そういうところを少しでも改善するため、先ほど言ったとおり、河川の

流下能力を向上や維持をするための掘削や雑草除去を古川も旧真沼津川も定期

的に実施しています。そのほか、古川に排水機場が運転する水位をある程度決

めていましたが、近年の異常気象による排水対策として規定より少し早めに余

裕を持って動かすようにしています。いろいろな形で対応していますが、ゲリ

ラ雨には対応できていないのが現状です。そういった現状も北海道にお伝えし

てポンプ能力などの要望を上げていますが、ポンプを改修するとなるとかなり

の経費が掛かるため予算のこともあり難しいようですが、引き続きポンプ能力

や古川の流下能力を改善する要望を進めて参りますのでご理解願います。

　静内産業さんのお店の付近は土管やコンクリートを作る仕事場だった。だか

ら　　　　　　非常に低くて、水が出ると上がってきてしまうのが現状です。

4.5年前にもあふれそうになった時にも土嚢を積んでくれました。終わった後撤

去したので、海岸町の橋のところまでずっと土嚢を積まなくてもいい状態にし

てほしい。

　排水が追い付かない場合は、河川管理者である室蘭建設管理部で土嚢を置い

たり、応急的に砂利で土手を作るなどの対応をしています。先日も土現さんに

確認しましたが、そういった対応は引き続き実施していくというお話しは聞い

ています。土嚢を置いたままにできないかということですが、河川と道路の間
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自治会員Ａ

水谷産業建設部長

自治会員Ａ

柴田総務部長

が狭いため町道に置くことになり道路を塞ぐことになるので、水位が落ち着い

た際には撤去させていたただいて、そういった事態の際にはまた置くことで考

えていますのでご理解願います。

　山手町で川幅を拡げる工事を実施している。1年に何メートルしか進まないの

が現状です。墓地まで広げると聞いているが何十年もかかると思う。昨年も山

手小学校のＴ字路のところの土砂がそのままになっている。水があふれないよ

うに土砂上げや草刈りを実施してほしい。あふれるとそこの川に入ってしま

う。それと国道の元のミヤウチのところは、橋の下に水道管のような２本のパ

イプがある。それに木が引っかからないように土砂を取り除いてほしい。あふ

れたら御幸町に水が入り、古川に入って本町にきてしまう。仲川病院のところ

も非常に低いため水びたしになる。役場の裏から仲川さんまでの道路も一段と

低い。昔は田んぼだった。

　真沼津川の改修はなかなか進んでいないのが現状です。計画では、進捗を高

めるために護岸工を完成させながら進めていたところを護岸の改修を先送りし

て掘削を進めて川幅を改修して進捗度を上げています。なかなか進まないの

は、真沼津川を横断している町道の橋梁の拡幅や延長を拡げて架け替えなけれ

ばならないため、事業費がかかり進捗に影響しています。現在の予定では、柏

台まで令和9年度を目標に事業を進めています。

　去年は大雨の際に何度も真沼津川に警報が出ましたが、改修事業に合わせて

去年から土砂除去も同時に行っています。既存の河川断面も流下能力を確保し

てあふれることがないように進めていただいております。

　先ほど真沼津川が古川に入るとおっしゃっていましたが、昔はそのような状

況がしたが、静内川の河川改修する際に静内川流系の改修計画で古川と真沼津

川の改修を行っていますが、真沼津川については、単独河川として古川に流入

させないでそのまま海に流す河川になっています。町としても真沼津川の改修

の進捗を上げる要望もしておりますし、流下能力を確保するための河川の土砂

や草の除去などについても去年から改めて強く要望しておりまして、新年度に

ついても改修事業と合わせて土砂除去する話しを聞いていますのでご理解いた

だきたいと思います。

④駅後の利用について

　駅の利用については、町の外側で大きな店ができて、御幸通りも個人的なお

店も辞めてしまう状況で、昔のような活気がなくなってしまっている。町の中

でも人が集まるようなことができないものかと思っている。駅の辺りも新冠町

の道の駅のようなものができたらいいのではないかと思っている。新聞では高

校生の方からアイデア出してもらっているようだが、もう少し充実することで

きないか。今は町の中が殺風景になってしまっているので、何かいい方法がな

いかと思っている。
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　駅の利用と町中の寂れた状況についてお話しがありましたけれども、冒頭に

空き店舗のお話もありましたが、町としましては店舗として使える物件につい

ては、できれば店舗を手放したい方と新たに事業を始めたい方を何とか結びつ

けてお店として復活するような流れを作りたいと思っていまして、数年かけて

商工会と後押しする事業を進めておりまして、少しずつですが空き店舗でお店

を開始したところも少しずつ見えてきています。まだたくさんの空き店舗もあ

りますので、今後さらにそういう流れを作って、少しでも町に賑わいを戻すよ

うな取り組みをしていきたいと思っています。

　その中で、この観光情報センターぽっぽは町の公共施設ですが、おそば屋さ

んから駅舎の部分はＪＲ北海道さんの所有で区分所有しています。現状としま

しては、ＪＲ北海道さんの所有部分を町で所有する準備をしていまして、手続

きを進めていますが、それが完了した状況で内部を整備したいと考えていま

す。大きくは2つありますが、１つは純粋にバスのターミナル、待合場所として

の機能を充実させたいと思っておりまして、もう少し広い待合スペースにイス

やテーブルを充実させて皆さんが快適にバスを待っていただけるような状況を

作って参りたいと思っております。２つ目はここに売店がありますが、町の特

産品を売る場所として売場を拡げて販売場所の魅力の向上を図りたいと思って

います。理想としては、この町に訪れる方が誰もが立ち寄ってお土産を買って

いくような場所にしていきたいと思っていますが、そういうイメージを持って

これから整備にかかるべく設計の作業に入っております。新年度に入りました

ら工事にかかりたいと考えております。駅としては２つのポイントで整備して

いきたいと考えています。

意見交換

自治会員Ａ

・静内川の柳の木

　について

水谷産業建設部長

自治会員Ａ

水谷産業建設部長

18:49～

　昨年の大雨で水害になった静内川について、柳の木を処理して川の流れを良

くしてほしいと皆さんが言っています。

　昨年の夏場の雨で避難指示を出しました。原因の1つとして中洲の土砂や木が

繁茂していることがあり、土砂除去について昨年町からも強く要望していま

す。町長も直接北海道に伺って、ドローンで空撮した災害時の状況や何十年前

の中洲の土砂がない映像と比較しながら中洲の状態を理解していただくような

ものを見せて要望しています。要望した結果、河川管理者である室蘭建設管理

部で令和5年度からまず中洲の木の伐採を始めることやその後土砂除去をするこ

とで進めていきたいと聞いています。

　パークゴルフ場にも水が上がってしまって、しばらくの間はできないと言っ

ている。

　昨年はパークゴルフ場も被災しましたので災害復旧事業を活用して復旧する

予定で、災害査定を受けて認められて復旧することになっています。3月頃には

工事を発注して、1日でも早く利用できるよう復旧を目指していきたいと考えて
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います。工事中は使用制限をすることなりますが、一部利用可能なコースがあ

ればそれらを利用できるよう検討していますのでご理解願います。

閉会挨拶 18:53～　大野町長　

　ありがとうございました。

　空き店舗や古川などのお話し、静内川の欅の木のお話しは全て私も心配して

いるところです。特に古川の件については、計測機が付いていてリアルタイム

でどれくらい上がったかきちんと監視されています。システムでこの値にきた

らポンプを回すということが決まっています。しかし、雨が多くなると間に合

わないことが今後も起きると思いますが、従前よりはかなり良くなった状況で

管理されています。真沼津川も川の中の土砂の除去も全部やるような動きにな

っておりますので、そうなれば町の中の川の水が海にスムーズに流れるように

なります。ただし、静内産業さんの裏は一番低いため、水位が上がらないよう

に常時監視機能が働いています。上がりそうになったらすぐさま砂利や土嚢を

積む体制を作っていますので、ある程度の雨であれば大丈夫だと思います。以

前より安心できるような状態になってきておりますのでご理解していただきた

いと思います。

　静内川の柳の木については、間違いなく木は無くなると思います。とりあえ

ず木だけは切りましょうということで進んでいますけれども、その後の土砂に

ついては頭が痛いです。砂利として利用できるのであれば砂利業者に使っても

らいたいです。土の量が多ければ取った土をどこに持っていくかという悩みも

出てきます。私も子どもの頃は投げ釣りができましたが、今は柳の木にぶつか

って釣りができない状態になっています。一刻も早くやっていただけるように

お願いしてきました。皆さんから見ると遅いと言われるかもしれませんが、着

実に進めていくと思いますのでご理解いただきたいと思います。

　今日は集まっていただきましてありがとうございました。帰りは滑りますの

で気を付けてお帰りください。ありがとうございました。

閉会 18:56 　終了
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令和５年まちづくり懇談会会議録

開催日時 令和5年2月6日（月）18:00 ～ 19:00

会　　場 延出基幹集落センター

自治会名

延出連絡協議会

（豊岡連合自治会、下富澤連合自治会、上富澤連合自治会、蓬栄福畑連合自治

会）

出席 者 【町側】

大野町長、田中副町長、久保田教育長、柴田総務部長、藤沢保健福祉部長、

水谷産業建設部長、米田地域振興部長、片山教育部長、渡辺町立病院事務

長、

佐伯地域振興課長、森多地域振興課主幹　11人

【自治会側】

8人（男性5人、女性3人）のほか、町議会議員6人

≪顛末内容≫

主　　　な　　　内　　　容

開　　会 18:00～　

自治会長挨拶 18:01～

お集まりいただきましてありがとうございます。

町長さんを初め、職員の皆さんには大変お疲れのところありがとうございます。

今日はよろしくお願いいたします。

町長挨拶 18:01～　大野町長

　皆さんお晩でございます。

　本当に寒い日が続いております。雪も結構降っておりまして、去年と比べれ

ば少し寒いかと思いますけれども、2月に入りまして、あと1か月もすればだん

だん日差しが暖かくなってくると感じております。

　コロナ禍ということで、いろいろな場面で規制が掛かっておりますけれど

も、春から連休明けには2類から5類になり、その詳細についてはまだはっきり

しておりませんけれども、決まり次第皆さまにはしっかりとご連絡したいと思

っております。

　今日は、私どもから三石病院の診療体制について申し上げたいと思いますの

で、よろしくお願い申し上げます。

職員紹介 18:02～　

資料説明 18:04～　渡辺町立病院事務長　

・令和5年度三石国保病院の診療体制の変更について

質疑

自治会員Ａ

渡辺町立病院事務長

18:07～　

肺 炎球菌ワクチン接種が出来なくなると言いました。70歳以上の人が5年に1

回やるんだけど。

　申し訳ございません。私の説明が足りなかったと思います。
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自治会員Ｂ

渡辺町立病院事務長

自治会員Ｂ

渡辺町立病院事務長

自治会員Ａ

渡辺町立病院事務長

　小児科に関わる部分の肺炎球菌のワクチン接種ができなくなるということで

す。三浦先生が小児科医でしたのでできたのですが、4月からは小児科医がいま

せんので、小児に関わるご対応が難しくなるということでございます。

　今の小児科の話しですが、こちらの地区にも小学生や保育所の子どもたちな

ど小さな子も沢山いますが、三石の病院には年間でも月でもいいのでどのぐら

いの人数を診療したのかをお知らせいただきたい。

　昨年、令和3年度の実績でございますが、小児科に受診された患者数は129名

です。

　子どもたちにとって今後、病気になった場合に病院が遠くなるということも

あるので、三石地区は一次産業が主体のまちで、親がそれぞれ仕事を持ちなが

ら子どもたちを病院に連れていくとなればかなり負担が大きくなると思う。

　それで、129名の子どものうち、もう少し具体的に小学生や中学生、乳児など

の分類ができているのでしたらお願いします。

　中学生までが小児科で対応しています。新たな先生に確認しましたが、現在

は年齢にかかわらず、小児の対応は難しいという回答でした。ただし、緊急の

場合で症状によっては診ることはできるとのことです。また、今後、全く小児

科の患者を診られないということではなく、少し勉強させてくださいとのこと

ですので、ちょっと時間が必要になるかもしれませんが、先生の答えによって

は、今後の小児の対応で専門的なことは難しいと思いますが、小児の対応もで

きるようになるかもしれないというところです。

　その先生はいくつですか。

　年齢は53歳です。

意見交換

自治会員Ａ

・まちづくり懇

　懇談会につい

　て

米田地域振興部長

自治会員Ａ

18:13～

　今日のこの懇談会は広報に記載されていない。なぜ広報に載せていないの

か。広報に出しておけば、他の地域からも聞きに来るかもしれない。言いたい

意見を言いに来るかもしれない。何も努力していない。そして、町民の意見を

聞きたいと言ってもどうにもならないのではないのか。どういう考えでいるの

か。

　広報には載せておりません。今回三石地区に関しましては西端地区が開催し

ませんが、他の地区はこの後全ての連合自治会で開催することになっておりま

す。そこで、各地区からのご意見をいただこうと考えております。

　今日ここに来なさいと言っても来られない人もいる。近くの会場に行きたい

人もいるかもしれない。これでは来るなと言っているようだ。回覧を回しても
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自治会員Ｃ

柴田総務部長

自治会員Ｄ

・一人暮らしの

　高齢者等につ

　いて

大野町長

見ない人は結構いる。恐らく見ていない人は結構いると思う。その辺りはどう

考えているか。これで良いと思っているのか。

　マスクして話されると耳が悪くて聞こえない。話す時だけでもマスクを外し

てもらいたい。

　自治会単位で開催するまちづくり懇談会は、地域の中で開催希望を取って開

催しております。確かに全体に周知していないのが現状ですので、そこは今後

に向けて改善したいと思っています。自分の住んでいる自治会で開催されなか

ったという方も結構いらっしゃるため、そこに所属自治会に関係なく、町にご

意見等のある方がお集まりいただけるまちづくり懇談会というのは、2月27日に

開催を予定していまして、それは１月25日の広報で全戸にお知らせしていると

ころでございます。ご指摘は各個別自治会の開催のことを十分知らせていない

ことというのは確かでございますので、そこは今後に向けて改善していきたい

と思っております。

　皆さんからあまり何も無いようなので、ちょっとお聞きします。

　私は、広報の町長の日記をよく読ませてもらっています。それで、交通安全

の指導員などをやらせてもらっていますが、最近書かれた中で子どもたちを大

事にしようということが書かれていました。本当に大切なことだと思います。

しかし、延出地区は、残念ながら、子どもの声を聞くとすると、保育所へ行く

か、学校へ行くか、そのぐらいしか人はいません。逆にこれにプラスされるの

がお年寄りだと思います。いきいきサロンなどでも、1人暮らしの人をお呼びし

て、1回なり2回なり話しをする場所を作ってあげていますが、最近は雪が降っ

ています。回ってみると、やっぱりそういうところは、玄関先が山になって、

家の前は雪が溜まっていて、その上をズボズボと歩いている。私たちは、先代

たちが起こした悲惨な戦争に出て行った親たちが帰ってきて生まれた世代で、

一番人数が多いです。そういう人が延出にもたくさんいます。これから先のこ

とを考えると、年寄りの場合は、町のコミュニティバスなどで買物などにいろ

いろ行きます。ただ、リュックサックを一つ背負って、足腰弱くなってきて、

買物するというのも大変だと思います。

　また、最近空き家がすごく見られます。町長さんたちはこれからどうやって

いったら良いのかというところを聞かせてください。自分も勉強不足で、そう

いうところに気が付けば、除雪を手伝ったりしていますが、自分たちももう70

歳を過ぎていますから、足腰も弱っているし全部をやれるわけでもない。隣近

所の人がやってくれている現状もありますが、全然手つかずの人もいます。だ

から、そういうところをどうしたらいいか。どのように考えているか聞かせて

ください。

　ありがとうございます。うちの町には1,800人ぐらいの単身世帯があります。

今、おっしゃったように昔からお住まいになっている方が高齢になっていくと
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自治会員Ｃ

・延出基幹集落

　センターの備

　品及びパーク

　ゴルフ場の無

　無料化につい

　て

米田地域振興部長

外へ出るのも大変な状態になってきます。その部分を行政で何とかするという

のは非常に難しいことだと思っています。まずは地域の皆さんが声をかけたり

しながらどうしているのと問いかけすることや、町でやっているのは、例えば

郵便局など個別にご自宅に行く仕事をしている皆さんと連携協定を結び、何か

支障はないか、何か変わったことがないかという時には、町に連絡をいただけ

る仕組みを作っており、そういう団体は、確か27か28ぐらいと連携協定をしな

がら、言い方を変えれば、町としてはそういうところにお願いしながらアンテ

ナを張っているということが一つあります。

　それと、空き家のお話しもありましたけども、空き家については、山の中も

そうですが、街にも空き家がすごく多くなっています。全国的にもこの問題が

重要視されています。そういう中で、国では固定資産税のかけ方、そういうも

のを今検討されているように聞いておりますので、大きな意味でそういう仕組

みを変えるということも必要ですが、内部でも必要なのは、そこに住んでいる

方々が互いに支え合うという構図を作っていくことが必要だろうと、これが重

要なのではないかと思っています。

　この町の取り組みの他に、社会福祉協議会などにもしっかりやっていただい

ておりますけども、皆さんご存じのとおりどの職種も人が足りない。人手不足

だということになっています。そういう中において、今は外国から人が入って

来ているところもありますけども、うちの町にも200人以上の外国の方が入って

来ております。その方々が、いろんな分野で働いておりますが、特に軽種馬産

業のところが多いのですが、そういう方々に対する町としての対応について

も、今検討している最中でありまして、そういう方にもこの町で住んでいただ

いて、働いていただける環境整備を努めていきたいと思っています。雪かき、

本当に大変だと思いますが、あと1か月もすれば何とかなりますので、しばらく

皆さんで支え合いながら乗り越えていただきたいと思っております。

　要望ですが、基幹集落センターの和室の座布団のことです。

　先日、静内温泉に行くと、高さがちょうど良い小さめの椅子があった。下に

座るのが大変なものですから、予算のことは分かりませんが20個ぐらいその椅

子を要望したい。

　それともう１つ、三石にも静内にもパークゴルフ場があります。元々無料の

ときは、小さな子どもから若い人たちも遊んでいました。今は、定年になって

遊びに行くところがない人が年会費を払って遊んでいます。その他に遊んでい

る人がいなくなったと思います。無料にならないでしょうか。浦河町は、町内

の人は無料です。様似町も無料です。様似町の人に話しを聞くと、1人で草刈り

から掃除まで全部賄っているそうです。それで無料になっています。三石と静

内もどうにかしたら無料にならないでしょうか。そうすると、もう少しパーク

ゴルフ場に遊びに来る人が増えると思いますけど、いかがでしょうか。

　最初にご要望がありました椅子の件です。後ほどお話しさせてください。具

体的にどのような物かを教えてください。予算のことは別の話しとして、ま
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片山教育部長

自治会員Ａ

・病院関係につ

　いて

藤沢保健福祉部長

自治会員Ａ

大野町長

ず、どのような物かをお知らせください。

　パークゴルフ場のお話しですが、現在町ではパークゴルフ場に限らず、いろ

いろな施設を使っていただく時は、町全体の中でかかる経費、例えばそこには

管理人の方にかかる経費などお金のかかる話しになっておりますが、それらの

経費を出した中で、原価計算をして使用料を決めていくということが町の一つ

のルールとなっております。そしてこれを何年かに一度、見直すことになって

いますが、我々もなるべく経費のかからない方法で施設を維持していくという

基本的な考えがあり、やはりそれなりのお金がかかっているという現状では、

無料ということについて、具体的な検討をしているわけではありませんが、今

後、町全体の中でいろいろな施設のあり方などを検討されていくことになりま

すので、今回のご要望は貴重なご意見ということで伺っておきたいと思いま

す。

　病院の再編計画で、医師とかいろいろなスタッフの軽減にもつながるという

ことが大きく出ている。前にも質問したが、これはおかしいのではないかと。

医師不足、看護師不足と何十年前から言われているのに、それは我々が責任持

たなきゃならないものなのか。国の責任ではないか。それに関して国に対して

要望をしているようでもない。あそこに書くということは我々に責任を負いな

さいということだ。そのように受け取っているがどう思いますか。

　病院の医師、それから医療スタッフの関係ですが、おっしゃられた町民の皆

様の責任ということで我々は考えておりません。高齢化や人口減少の影響で、

今はお医者さんや医療スタッフがなかなか見つからない状況です。今年4月から

着任する医師につきましては、業者を使って何年かぶりに見つけられた状態で

ございます。医師の働き方改革ということもありまして、大学病院等で医師を

なかなか紹介や放出していただけない状況になっています。これにつきまして

も、我々はあらゆる手段を使って医師や医療スタッフを確保していきたいと思

っていますし、町で委託している会社にいろいろな手を使って、うちの町が必

要としているお医者さんや医療スタッフについて紹介いただいている状況で

す。

　また、静内病院の院長等が大学病院や、町長が医療関係の会議の役員をやっ

ていますので、そういうところでお願いをしているといった状況です。町とし

ては、医師がいなければ病院を維持していくことは出来ませんので、今後もあ

らゆる手段を使ってやっていきたいと考えています。それは町民の責任だとは

私どもは思っておりませんので、そこは理解していただきたいと思います。

　国に対してはどういう働きかけをしているのか。これはもう、はっきり国の

責任だと思っている。皆さんそう思いませんか。何十年も前から言われている

ことを国は何もやらないで、国は自治体に医師を見つけなさいと言うだろうか

ら。一生懸命やっているのは認める。認めているが、国に対して団結してやら
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自治会員Ａ

大野町長

自治会員Ｄ

自治会員Å

・駅舎について

柴田部長

なかったらだめではないのか。今まで何もやっているようにない、ただ形だけ

しかやってない。それではいつまでたっても同じだし。どう思いますか。

　国に対して何もやっていないっていうことは、私どもの動きを皆さんにお知

らせするのがうまくいっていないのかと思いますが、私も何度か興部町の町長

と二人で厚生労働省にお願いをしてきたこともあります。何よりも町単独でと

いうより、北海道町村会といって、町と村で144ありますけれども、144の中で

決議して、それを例えば医療関係のところはここの部会、道関係のところはこ

この部会と、みんなで手分けして要請活動を行っております。更には、全国の

町村会の会長さん、その方は全国の代表者として国に要請をしてきています。

その答えとして何も変わっていないではないか、何か変わったのかと言われま

すと、そこは見方がいろいろあると思いますが、我々としてもやれることはき

ちんとやっておりますし、まだまだ成果として現れていないかもしれません

が、これからもしっかりやっていきたいと思っております。

　まあ、1町村だけでやってもだめなのは分かっているし、町村会でやっている

のも分かっています。ほかに何かやりようがないのですか。

　他にどんなやり方がありますでしょうか。恐らく、国会議員の先生の皆さん

も、例えばいろいろ党や会派がありますが、皆さん気持ちは一緒だと思いま

す。自民党にしろ、立憲民主党にしろ、共産党さんも公明党さんも、みんな一

緒だと思います。そこが、何となくどんな感じで、国としてその向かっていく

のかという気持ちが一緒になれば、進んでいくのかもしれませんが、そういう

ような形にはなっていないというのは、歯痒いところもありますけども、我々

の立場としては、置かれた立場の中で、関係する皆さんと力を合わせながら、

要請活動や意見交換をしていくということに尽きると思います。その中でも、

私どもの町で単独でできることを一生懸命やって、今回のようにそういう心が

けがある先生とうまく話しができ上がったものですから、来ていただくという

ことですので、粘り強く活動してまいりたいと思っています。

　やっぱり思っていたようなご返答だったんです。

　これはお願いです。私は九十何歳の母親をかかえています。私たちも75歳を

過ぎてきたら歩けるうちにどこかへ遊びに行きたいと思っています。でも、や

っぱり現状だと、親の感じを見ると、その歳になっても遊べない状態、預けら

れない状態で、母親の年金だけで入れる施設と言ったら無いです。きちんと筋

が通らないと、1級・2級、3段階にならないとホームにも入れません。預けられ

るところがあれば、町の福祉の施設でも良いですから、少しでも我々が何とか

やっていける、この町に子どもたちを、若い人たちを呼び入れる対策というも

のをできるだけ努力して、何とか過疎のようにしないで済む努力をしていただ

きたい。
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自治会員Ａ

柴田部長

自治会員Ａ

柴田部長

自治会員Ａ

柴田部長

自治会員Ａ

柴田部長

自治会員Ａ

柴田部長

自治会員Ａ

柴田部長

自治会員Ａ

柴田部長

　ＪＲが廃線になりました。あれから何年か経ってバスが走っている。駅はど

の程度使っているのか。

　旧ＪＲ時代の駅のお話しだと思いますが、旧日高三石駅については活用して

いません。バス停としては稼働しますけども、活用はしていないです。今後も

恐らく、活用方法は難しいと思っておりまして、いずれかの段階で壊すべきも

のは壊さなければならないと考えております。

　駅舎は町の物なのか。

　三石の駅は建物は町の所有です。

　あとの駅は使っていないのか。静内とかは。

　静内駅は現在ターミナルとして使っています。そのほか東静内や春立など

は、トイレを活用しているところはありますが、駅舎としては活用していない

状況です。

　そこでは、バスは停まらないということか。こっちはほとんど使われていな

いのか。本桐も全然使っていないのか。（参加者から本桐は、バスが道道から

駅まで入らず、駅付近の道道沿いにバス停を設置してバスの乗降をしていると

説明）

　蓬栄でも停まるのか。静内駅は使っているのか。

　静内駅はターミナルとして活用しています。その他の小さなバスの待合所に

ついては、スクールバスで使っていて町が設置しているものはありますが、旧

ＪＲの駅舎ということであればどこも活用はしていないです。

　町の所有の建物は三石だけなのか。静内駅も町の所有なのか。（参加者から

三石は町の所有と説明）

　静内駅は合築施設でありまして、分かりやすく言うと町が半分、残りの半分

がＪＲ北海道のものだったのですが、鉄道が無くなりましたので、ＪＲ北海道

からＪＲが持っていた部分を町がいただく方向で議論を進めているところで

す。

　わかりました。土地ごとですか。土地はＪＲか。

　そうです。そこも含めて取得する方法で協議をしているところです。

　大分お金がかかるのか。
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自治会員Ｃ

片山教育部長

自治会員Ｃ

片山教育部長

自治会員Ｃ

片山教育部長

自治会員Ｃ

お金のかからない方法で協議をしておりまして、町からお金を出して買うと

いう形でなくて、無償でいただく方法で協議しているところです。

　土地の値段は高いのか。

　あの辺りは評価額が高いと思います。

　静内と三石のパークゴルフ場は大分赤字なのですか。

　赤字というのは、経費のことを言うと、委託して、人件費もそれなりにかか

って、整備費もかかっているということはありますが、ただ、コスト計算した

からといってかかる経費の全てをいただいているわけではなくて、一部を抑え

た中で行われますので、収支ということでいうと赤字という考えになります。

　様似町の場合は、１人で全部をやっています。それは、町から出されている

給料で草刈りから掃除から全部やっているとやっている人に聞いてきた。た

だ、赤字だとしたら、草刈りの人と、掃除の人だけの給料でやってもらうとな

ったら、私たちが無料でパークゴルフをさせてもらって、赤字の分で給料を払

うような方法をとると、遊ぶ人が無料になる感じですが、そういう計算にはな

らないですか。赤字ってどのぐらいだか知らないけれども。

　金額的なことの細かな資料は手元に無いのですが、おっしゃる意味は、奉仕

活動で施設を維持していけないかということだと思いますが。

　使われている人は、日当か月給かよくわからないですけれど給料をもらっ

て、草刈りから何から全部１人でやっていますと言っていました。カードなど

は、勝手に持っていって下さいという感じでした。他の無料の町のパークゴル

フ場に研究に行って欲しいです。厚賀のパークゴルフ場も無料です。様似町も

無料です。そういうところを研究して、なるべく無料になるともう少し遊ぶ人

が増えると思います。

　手元に分かる物がありましたので数字的なことを先にお伝えします。蓬莱山

公園については、かかる運営経費は年間730万円弱かかっています。収入という

形でご利用いただいている方々からの金額が年間で70万円弱。相当な開きがあ

りまして、650万円ぐらいの経費を町が持って、その上で利用していただいてい

るということです。ここでその経費をどうこうと言いづらいところではありま

す。ほかの施設などの研究はさせていただきますが、現状で町の運営の実態は

こういう状況だということはご理解いただきたいと思います。

　経費が700万円もかかっていて、収入が70万だとしたらすごい赤字です。それ
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片山教育部長

自治会員Ａ

・町議会につい

　て

大野町長

自治会員Ａ

大野町長

自治会員Ａ

大野町長

自治会員Ａ

だったら、例えば2人だけの給料と、機械が壊れた場合や機械の購入にお金がか

かっているのか、人件費にかかっているのか分かりませんが、人件費だとした

ら1人か2人、様似町で27ホールです。三石は18ホールです。1人で草を刈ってい

ただくとなったら、1人の賃金だけで終わると思う。700万円も出して収入が70

万円だとしたら、1人の給料を払って無料にしてもらう方が、町から出ていくお

金が少ないように思う。

　今おっしゃったのは、経費をできるだけ抑えることができれば、町の持ち出

しも少なくなるだろうということだと思います。先ほども申し上げましたが、

経費の抑制は当然で、町のお金がいくらでもあるわけではございませんので、

どういった形にしたら少ない経費で、実際には委託という形をとらせていただ

いていますが、そういった経費、その中には人件費以外に、機械の使用料など

そういったものも当然含まれます。なるべく経費を抑えることは、これからも

続けていきたいとは思っていますが、使用料分については、町の中には他にも

たくさんの施設があって、それらのバランスも考えていかなくてはならない部

分もありますから、そこは本当に研究させてください。

　議会のことについて聞きたい。一般質問ではどんな質問しているのかは分か

らないが、どんな考え方で質問されているか。町長は議員に対して、逆に質問

はするのか。

議員さんがいるので、この会が終わったらゆっくり聞いてみてください。私

の立場で議員さんに質問ができるかというと、難しい言葉で言うと反問権とい

う言葉があります。だいたいの議会では聞かれたことにお答えするということ

が議会の基本的な形になっています。一般質問につきましては、議会だよりが

配られておりますので、そういうもので十分分かるのではないかなと思います

が、細かい話しは、この会が終わったら議員の皆さんに聞いてみるのがよろし

いかと思いますが。

　議員に少し質問したほうが良いと思う。一般質問なら何でも言われると思う

けど、そんなに言ってこないのか。

　ぜひ、議会中継がインターネットでも見られるようになっておりますので見

ていただきたいと思いますが、いろいろ質問をされております。幅広く毎回10

人以上の方が質問なさっておりますので、いろいろ質問を受けております。

　議会は、どのぐらいの頻度であるのか。一般質問ができる議会とは、年間に

どのぐらいあるのか。

　定例会というのは、3月と6月と9月と12月の4回。その他にも、この議会ごと

に事前に説明するのが、それぞれ１回ずつあります。あるいは、臨時議会とい
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大野町長

自治会員Ａ

大野町長

うのも行いますから、結構な回数をやっています。そのほかに、各議員の皆さ

んは委員会に所属していますので、その委員会で審議するというのは、例えば

月に1回や2回、集中的にやったり、委員会によって違いますが、活動はそのよ

うになっています。

　今日は議員の人たちがいるから提案したい。今日の会議は町が主催なのか。

　この会は、自治会の皆さんがこの日にということで、私どもがここに来てい

るものですから、町主催というよりは、各自治会の皆さんがお話しをしたいか

ら来てほしいというスタイルで開催しています。

　町でやっているのだから、町長だけじゃなくて、議員の皆さんもそこにいた

方がいいのではないかと思った。そうしたら、いろいろ人から議員の皆さんに

質問があるかもしれない。

　それは、私が答えるものではないと思います。議会の皆さんも、議会の説明

会だとかやられています。そういう場において、ぜひ出席されて意見交換され

た方が良いと思います。2月にも行われると議会だよりに載っておりましたの

で、ぜひ足を運んで、議員の皆さんと意見交換をしていただきたいと思いま

す。

閉会挨拶 19:00～　大野町長　

　ありがとうございました。

　大体1時間ということでございますけれども、こういう機会が多々あれば良い

と思いまして、先ほどお話しがありましたとおり、議会との関係や今回の私ど

もからの説明以外にも、いろいろ分からないことがあればお聞きいただければ

お話ししたいと思っております。外は凍れていると思いますので、足元に気を

つけてお帰りください。

　本日は、どうもありがとうございました。

閉会 19:00 　終了
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令和５年まちづくり懇談会会議録

開催日時 令和5年2月7日（火）18:00 ～ 19:13

会　　場 鳧舞生活館

自治会名 鳧舞連合自治会

出席 者 【町側】

大野町長、田中副町長、久保田教育長、柴田総務部長、藤沢保健福祉部長、

水谷産業建設部長、米田地域振興部長、片山教育部長、渡辺町立病院事務

長、

佐伯地域振興課長、森多地域振興課主幹　11人

【自治会側】

19人（男性12人、女性7人）のほか、町議会議員4人

≪顛末内容≫

主　　　な　　　内　　　容

開　　会 18:00～　

自治会長挨拶 18:01～

お晩でございます。

生活館が改修されてから、お目にかかるのが初めての方もおります。改修されて

すぐにコロナで、生活館の使用禁止という辛い目にあったのですが、お披露目も出

来ないで今日に至りました。最終的には、若干ですけれども改修されて、今日もそ

んなに暑くも寒くもないですが、頭には良いですよということですから、今までの

寒さを考えたら、改修されて本当に良かったと思います。

これからも、この地域に根差した生活館の運営のためにも、積極的に住民の方に

利用していただきたいと思います。改善センターの設立に当たりまして、鳧舞自治

会の指標が入口にあります。皆さんにもう一度ご披露してスタートをしたいと思い

ます。聞いていただきたいと思います。

「幸福は人生の宝、生き抜く力を養い、合い助け合い、自治の心で、希望に満ち

た、生きがいのある、豊かな鳧舞のまちづくりに努めよう」という文言でございま

す。これは、ここの鳧舞小学校の校長でありました三浦喜平さんが書を書き込んで

おります。鳧舞自治会の指標ということで、このように我々も指標の下に一生懸

命、地域住民の自治会の一員となって進んでおりますけれども、今申し上げたよう

に、コロナ禍ですから、まだまだ集合するのは早いのではないかということで、事

務局としては、もう少し後のほうがいいのではないかと思いつつ総会に臨んだとこ

ろ、コロナばかり考えているよりも、行動して今やらなければならないというその

悩みごと、私の悩みを聞いてほしいという強い言葉がございましたし、その気持ち

に動かされまして、それではもう我々もじっとしているより、悩んでいるのであれ

ば、この言葉を皆さんに聞いていただいて、これからのまちづくりの一環の橋渡し

となれば幸いだと思います。そういうことで、参加された会員の皆さん、それから

今日この会場に出向いていただきました行政のそれぞれの方々については、それぞ

れの指導のもと、助言したいこと、提案事項も含めて、こうやれば、鳧舞の住民の

- 1 -



方はもっと良くなるのではないかなというような問題提起などをいただければ幸い

だと思います。

我々はそれを糧にして、次のまちづくり、つまり鳧舞のまちづくりのためにも頑

張りますし、あえて新ひだか町のために地域住民を挙げて協力できれば幸いだと思

いますので、ひとつご指導、ご鞭撻をお願いいたします。よろしくお願いします。

町長挨拶 18:05～　大野町長

　改めまして、お晩でございます。

　自治会長さんからお話しありましたが、この建物に入ってきましたらすごく

暖かいです。この広いところをストーブ2つで温めているのですから、かなり断

熱材入っているのかと思いますけれども、新しい施設を初めて見させていただ

きました。先ほど裏と奥を見させていただいて、畳の部屋もある。ここで、前

もお話ししたかもしれませんけれども、私の爺さんと叔父さんの葬儀や、古い

ところでやった記憶がございまして、そのときから見ていたと思っていますけ

れども、本当にこういうものができ上がって良かったと思っております。

　冒頭、会長からコロナのお話しがありましたけれども、全然入院もしており

ませんので、自宅で監禁状態になりまして、幸いなことに軽くすみましたが、

特に最近は、医療関係の中から結構出ています。クラスターになる率が高いも

のですから、やはりその閉鎖された空間の中では、感染がすごく高いことにな

っていますが、全体としてはかなり数字が落ちついてきています。2類から5類

に変わるという新聞報道もありますけれども、その辺りどういう対応になるの

か、マスクのつけ方一つにしても、どのようになるのかはこれからのお話しだ

と思いますので、また決まり次第、皆様には広報などを通じてお知らせしたい

と思います。

　今日皆様方から懇談テーマをいただいておりますので、それも含めまして十

分に議論をして、話しをお聞きしたいと思っていますのでよろしくお願いいた

します。

職員紹介 18:07～　

資料説明 18:09～　渡辺町立病院事務長　

・令和5年度三石国保病院の診療体制の変更について

質疑

自治会員Ａ

藤沢保健福祉部長

18:12～

　三石国民健康保険病院の診療体制の説明は分かりました。これからの今後の

三石国保病院が診療所になるのではないかというお話しをお聞きしておりまし

たので、その辺りを説明いただければと思います。

　病院改革プランのお話しにつきましては、各連合自治会から懇談テーマとし

て要望がありましたが、以前にご説明させていただいた時に、病院改革プラン

については別な日程で改めてご説明をさせていただくというお約束をさせてい

ただいております。現在、広報にも入れさせていただきましたが、町民の意見

等をまとめたものを皆さんに広報でお知らせしております。これらを受けて最

終的な改革プランの見直しをさせていただこうと思っております。今日のまち

づくり懇談会でお話しをしてしまうと、他の大事な懇談が出来ないということ
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自治会員Ｂ

渡辺町立病院事務長

自治会員Ｂ

渡辺町立病院事務長

自治会員Ｃ

もあって、大変申し訳ありませんが病院改革プランにつきましては、再度説明

会を開催し、ご意見ご要望等について対応させていただきますので、本日のま

ち懇ではそれ以外の部分でお話しをしていただければと思いますのでご理解い

ただきたいと思います。大変申し訳ございません。

　診療体制が変わり小児科が無くなることで、町民の足をどのように考えてい

るのかお聞きしたい。

　小児科については、現在、土田先生と協議を行っていく中では、当面は対応

が難しいというところでございました。ゆくゆくは少し勉強させていただい

て、小児にも対応していきたいという話をしています。

　足についてですが、病院のバスで通われているということになりますので、

現状ではそれぞれのバスを利用していただき、受診をしていただくということ

になろうかと思います。小児については、全く先生がいないというわけではな

く、電話をいただく手間はありますが、まず先生に相談をしていただいて、可

能であれば、先生も診ることができるというところもありますので、申し訳あ

りませんがお手間をかけますけれども、それらの対応でお願いをしたいと考え

ております。

　総合診療という考えは無いのですか。静内に小児科医がいる。その先生が週

1回来ていただくとかそういう対応は無いのですか。

　町立静内病院は、週3日、月、水、金、北大から出張の先生に来ていただいて

診察をしてもらっております。そのうち1日でも診療できないかということで相

談をしましたが、難しいという返答でございました。申し訳ございません。

　診療体制が確立されているようでいないということで、我々の心配ごとがだ

んだん増えてしまう。あと何年か分からないが、徳洲会が新しいビジョンでや

りますと出ています。そうなると、日高全体、新ひだか町全体でもいいから、

民間との繋がりということでどうなのかと思う。小児科が例えば不足するとき

は、連携を密にして体制を十分にするとか、そういう連携プレーした結果、こ

ういう体制にするというような、何かもう少し具体的に繋がるような、具体策

を持った返答を我々は望んでいます。今までの小児科は無くなりました、すみ

ません。何でもすみませんで済むのだったら、我々も集まって言いたくないこ

とも言わなくていい。我々は、だんだん過疎化になって行くし、そういうこと

は分かるけれども、最小限こういうふうにして他との連携を取りながら、国保

病院を維持するとか、総体的にもっと無くなればどうなのかという問題になり

うる。あくまでも今の体制はこうだけども、こういうようなことで究極を乗り

切っていきたいという回答を望むし、答弁をしていただきたいということで

す。現状では進まないし、乗り切れないからすみませんでは済まないというこ

とだけ認識していただきたいと思います。
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渡辺町立病院事務長

自治会員Ａ

大野町長

　医師の確保というのは非常に難しいと思っています。三浦先生が内科・小児

科でしたので、小児科医が見つかればよかったとは思いますが、日高管内を考

えても小児科医は少ない状況です。町立静内病院は、月・水・金を出張医によ

る診察ですが、診察を行っています。もし、患者さんがよろしければ、静内病

院と三石国保病院のカルテも共有できます。小児の病気も突発的なものですの

で、カルテが繋がったというところでは難しいかもしれませんが、過去の治療

内容等も分かりますので、何とかスムーズに静内病院で診察をしていきたいと

考えております。

　今回、4月1日から着任されます土田和幸医師は、先ほどもご説明いたしまし

たが、診療科は総合診療科で行う予定です。この総合診療科は、簡単に言うと

何でも診ますよという科です。本当にこの地域にとっては、打って付けの先生

が来てくれたのかなと私は考えています。八木橋院長もいる中で外科というと

ころもありますが、三石地区だけではなく、今後静内地区でもそういう先生を

増やして、小さなお子さんからお年寄りまで幅広く診ていただけるような体制

を今後作っていきたいと思います。

　会長からもお話しがありましたが、2025年に徳洲会病院で素晴らしい建物が

建設されると新聞折り込みが入っていました。新ひだか町では、町立病院が2か

所ございますけれども、真剣に考えられて、かなりこちらに移行するのではな

いかと思います。私も5.6年すると80歳になりますが、団塊世代で、本当にもう

病院に行くか行かないかという年齢になりますが、時間の関係もありますが、

町長のお考えもお聞きしたいと思います。

　徳洲会病院が新築されるという事は新聞折込に入っていますので、徳洲会病

院から概略についてはお聞きしています。このような建物をこの時期までに建

てる話しを聞いています。

　徳洲会病院は、診療科をどう用意できるかということを併せてやっておりま

す。　徳洲会病院には医師の確保の問題もあるのですが、それはそれとして、

徳洲会病院の医師の確保、何科を開設するのかというのは、並行して検討して

いる最中ということです。

　そういう中で一方では、日高管内における医療体制をどうしようという動き

が別にありまして、実際問題として浦河赤十字病院が、日高管内の中核医療機

関として指定されております。あと2年ほど中核医療機関の期間があると思いま

すが、徳洲会の診療科ですとか、そういうものがなってきますと日高における

中核をどうしようかという議論が北海道で地域別に行われるのだろうと思って

います。そういう中において、うちの町に関しましては、そのような大規模な

動きもありますけれども、必要最小限度の医療は、やはり町でしっかり持たな

ければならないという認識はしておりますので、その中において、この町に合

った医療体制を作っていきたい。それには民間の方々との連携も当然必要にな

るだろうと考えております。
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懇談希望テーマ

柴田総務部長

18:27～

①北海道の防災計画の見直しや日本海溝・千島海溝の地震想定などの報道があ

るが、新ひだか町ではどのような対応を考えているのか。

②独居高齢者が増えており、災害時（津波）に対する避難時の不安が高い。過

去に要援護者支援などあったと思うが、現在の自助・共助・公助の基本的な

考え方は。

　今回は、大きく2点のご質問がありました。

　まず1点目に、北海道の防災計画の見直し、また、日本海溝・千島海溝の地震

想定などの報道の中で、町ではどのような対応を考えているのかということで

ございます。今、自治会長さんからもお話しあったとおり、国あるいは北海道

で、今回、日本海溝・千島海溝の震源とするマクニチュード9クラスの地震が起

きたという想定のもとに、新たな津波浸水の区域が公表されました。これを受

けまして、当町では昨年の7月に町の防災計画を修正しながら、ちょうど10年前

の平成25に、全戸に配布をさせていただいた防災ハンドブックを10年ぶりに改

定すべく現在作業を進めておりまして、3月25日の町広報と一緒に全世帯に新し

いマップをお配りしたいと思ってございます。前回、平成25年２月の浸水区域

と大きくは違わないのですが、微調整が行われておりまして、改めて皆様にま

っさらな目で見ていただきたいと思っております。津波ということで申します

と、鳧舞エリアで町が指定している津波の一時的に避難する場所は、鳧舞共同

墓地と旧三石温泉の2か所でございます。

　もう一つは、国道から本桐の方に向かって入りますと、おおむね200メートル

奥に行けば、浸水区域が回避できる状況ですので、もちろん一刻を争う時は自

分が見える範囲の一番高いところに行ってもらうしかないのですけれども、基

本的にはその三択の中で、皆様が一番行きやすい場所に避難していただくこと

が必要になると考えてございます。今後は、せっかくハンドブックを作っても

町民一人ひとりにきちちと理解をしていただけなければ何も意味がないことに

なりますので、2月11日に鳧舞老人クラブさんからのお声かけで防災講話を実施

させていただきますけれども、当町の総務課防災グループで、ここ数年、活発

に防災講話というものに力を入れております。もちろん自治会もそうですし、

老人クラブ、最近では、小・中学校に向けても防災講話を実施しております。

こういう中で、いざというときに、どういう場所に避難できるのかということ

も含めて理解を深めていただき、万が一の有事に備えていただく、これしかな

いと考えてございます。今後、お声がかかればいつでも当町の防災担当が飛ん

できますので、お声かけいただければと思ってございます。併せまして、独居

老人のお話しもありました。現在町では、津波等の避難を要するときに、支援

が必要な方の要支援者名簿というものを作成して毎年更新しております。現在

約730名の方が登載されておりまして、町で毎年管理をしてございます。鳧舞で

申しますと、グループホームゆとりの里さんの施設は除きまして、現在3名ほど

おられるということで認識してございます。今後は、この730名ほどの方の中

で、様々な場所に住んでおられますので、津波のときはその方々が危険にさら
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自治会員Ｄ

柴田総務部長

自治会員Ｅ

柴田総務部長

される、洪水ではこの方々が危険にさらされるということをきちんと整理した

上で対応を考えますが、正直なところ、もし万が一の時に役場職員がそのお宅

に駆けつけてという状況は物理的に難しいものがございます。やはり、各種サ

ービスを受けておられる方であれば、施設が関わる場合もございますけれど

も、一般的には、ご近所様の皆様に助けていただきながら、避難するしかない

と思ってございます。ただ、名簿に登載された方全てが、助けを望んでいるか

どうかはまた別な部分がございますので、時期ははっきり申し上げられません

が、どこかの段階でご本人にその支援を求めるか求めないかという意思確認を

行った上で、支援を求める方々の対応について、自治会の皆様と具体的なご相

談をさせていただきながら、理想的な形では、一人ひとりの避難計画を立て

て、こういう場合は誰が助けに行く、どういうルートで逃げるというものを常

に備えておく状況を作りたいと考えております。ただ、一方では言うほど簡単

ではないということも思っておりますので、そういう中で一つ一つクリアして

いきたいと思っているところでございます。繰り返しになりますけども、当面

は、様々な場面で防災講話等を通じて、いろいろことを知っていただく努力、

一方では、自力で避難出来ない方に対する支援方法、この2本柱を軸に防災対策

を考えていきたいと考えてございます。

　十勝沖地震とき、学校にすぐ波が来たのだから墓地まで行く間に流されま

す。馬場さんところは海抜がゼロだから。それを計画してやっているなら良い

けれども、ただやるというだけの話しでは通用しません。十勝沖地震のときは

小学校６年生だったけど、学校が揺れている時に津波がきた。家まで帰れなか

った。高いところに逃げろと言われてもそれは無理です。だからどこか別にき

ちんと高いところにすぐに逃げられるところ作らないと何も意味ないのではな

いかと思う。

　国や北海道が想定している内容で、地震が起きてから津波が到達するまで、

おおむね24分を想定してございます。その時間の中で先ほど申しました旧三石

温泉、鳧舞共同墓地、あるいは本桐に逃げることになりますが、万が一、そん

なこと言っていられない状況になれば、例えば、鳧舞神社の小高い丘や斜面な

どに逃げてもらうしかないかとは思いますが、今の所はその24分で避難場所に

逃げられるのかということになると思います。町としては一切何もしませんと

いうことを言っているのではなくて、地域の方々とお話しする中で、こういう

ことをすればもっと逃げやすいなど、いろいろとお話しを聞かせていただきな

がら我々も考えていきたいと思います。

　先日自治会の総会をやったときに、避難のことでお話しが出ました。それ

で、私たちも歳だし墓までもう歩いて行けない。冬なら寒くて建物もないとこ

ろでどうしたら良いか協議した。自治会長は本桐生活館に逃げて欲しいと言わ

れたがどちらに行けば良いか。私は少し高いところの厩舎にした方が良いので

はないかと思います。
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柴田総務部長

自治会員Ｄ

柴田総務部長

自治会員Ｆ

　今後、自身の力だけで避難するのが難しい方々については、地域のお力も借

りながら、避難計画を作っていくと申し上げました。そういう中で、町が指定

している鳧舞共同墓地や旧三石温泉以外に逃げたらだめですと言っている訳で

はなく、地域の具体的な逃げ場所があるとすれば、土地の地権者さんのご協力

がないと勝手に入る話しになりませんので、町としては指定出来できません

が、具体的なこともご相談したいと思っています。ただ、津波の場合は一時避

難場所と正式な避難場所がありまして、一時避難場所は、とにかく津波が引く

まで一旦逃げる場所、それが鳧舞共同墓地や、旧三石温泉となります。そこで

一旦津波が引いた後に、ずっとそこにいる訳にいきませんので、本桐生活館に

正式な避難の拠点を町で作り、そこで滞在できるような環境を作っていくとい

うことです。一時避難場所にずっといるわけでは無いということだけはご理解

いただきたいと思いますし、いろいろとご心配あれば相談に乗りますので言っ

ていただきたいと思います。

　東静内から春立、三石や鳧舞にかけては全部海岸沿いです。様似にも山側に

登るように手すりがついています。町が設置したのか、どなたが設置したのか

分かりませんけれども、うちの町はどうなのでしょうか。それと、鳧舞共同墓

地は寒い時期に津波が来た場合に皆さんの体を温める場所、プレハブなどを一

つ添えていただきたいと思いますけれどもいかがですか。

　海岸のところどころに法面に上がるところがあります。全て把握はしていま

せんが自治会で自ら付けられたところも相当多いと思っています。今後、防災

講話の機会などでいろいろなお話しをする中で、地域としてこの場所に階段が

欲しいですとか、手摺が欲しいということについては、言っていただければ検

討したいと思います。ただ、費用がかかることですので要望されたものが全て

形になるかどうか分かりませんけれども、耳を傾けてやれることからやってい

きたいと思います。ただ、先ほどのプレハブにつきましては、鳧舞の方だけで

も200人以上の方々がいらっしゃる中で、半分に見たとしても100人ですが、プ

レハブではどうしようもないです。やはり、波が一旦引くまで逃げてもらうこ

とになると思います。早い段階で避難場所にできるだけ短時間で逃げてもらう

方法を町としては考えていきたいと思いますので、御理解いただきたいと思い

ます。

　津波は川を走るため、逃げられない場合はどうするか。

　津波の時の鳧舞側の周辺の状況は来月お配りするハンドブックに記載してい

ますが、道路は浸水しないとは言いませんが、何とか通れることを想定してい

ます。地震で道路が崩壊することになれば前提が変わってきてしまいますが、

水によって奥に行けなくなることは今のところ想定していないので、地割れな

どがひどい場合は別なルートを考えなければなりませんけれども、本桐に身を

- 7 -
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寄せていただきたいと考えています。

　鳧舞に来て10年ちょっとなります。以前は教員をやっていまして鳧舞地区の

過去の防災計画などは分からなかったのですが、やはり鳧舞に住んでいて一番

危惧されるのは、津波から早く逃げるということです。今お話しがあったよう

に墓地に逃げて冬はどうなのだろうかという心配があるのですけど、2年前に国

の防災計画で北海道では13万7,000人の人が推定で死亡するという報道がありま

した。しかし、避難場所を整備すると8割が助かるという新聞記事を大事に持っ

ています。

　この地区は、鳧舞共同墓地と旧三石温泉ということですが、その辺りの整備

を何とかして欲しい。ハード面では補助が今までは2分の1ですが、3分の2にな

るということで、避難タワーなどを作っても何億です。億のお金を使わなくて

はならないということで、町としても厳しいのかなと思います。高いところの

ホテルと提携したりしていることは新聞で知っていますが、まず避難場所をも

う少し整備してほしいということ。最低でも、暖房や食料などはある程度保障

してあげたいと思います。

　次に、ソフト面です。今担当部長から、講話などを通じて要支援者等にお話

しをするということを聞きましたけど、各自治会で防災体制をある程度作って

おかないと、いくら町が声をかけても助けるのは近くに住んでいる地域の人だ

と僕は思います。そういう防災体制をどのように作っていくのか、どういう体

制を作ったら良いのか。要支援者の話しがありましたけど、個人情報の取扱い

だとか、町としての考えを各自治会の防災の代表者なり、自治会長にきちんと

抑えてもらって、それから各自治会が動くという体制を作らなければならない

と思いますが、そういうことを聞きたいと思います。

　お話しとしましては、ハードのお話しとソフト面の話しと2つあったと思いま

すが、前段の一時避難場所の部分でございますけども、先ほどもご質問を受け

てご答弁をしていますけれども、町としましては、一時避難場所に長時間いて

いただくとことは想定していません。正式な避難所に1分でも早く動いてもらえ

る方法を考えたいと思います。一時避難場所に暖をとるところを作り、食料も

用意してということについては想定していません。町内の一時避難場所に、全

てそういう機能を持たせるとなりますと、とんでもない数になりますので、あ

くまで一時避難場所ということでご理解いただきたいと思います。ただ、先ほ

ど別な方からもご指摘ありましたけれども、一時避難場所に逃げるときに、手

摺が無いから登りづらいとか、階段が急だなどのご相談については、我々もお

受けしながら対応できるところからして行きたいと思っています。

　もう一方の地域の助け合いの共助というところですけども、今おっしゃった

とおりだと思います。いざというときに、地域が助け合える仕組みがなけれ

ば、助かる命も助からないと思っておりまして、我々も事あるごとに、自治会

長様をはじめ地域の方々に自主防災組織というものを作っていただけませんか

という呼びかけをしてございます。鳧舞地区についてはもう既に設立していた
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柴田総務部長

自治会員Ｆ

柴田総務部長

自治会員Ｃ

柴田総務部長

だいておりますが、全町的には、まだ48団体で、パーセントで言うと25パーセ

ント程度で、まだまだ4分の3が設立していない状況にございます。今後も呼び

かけながらやっていきたいと思いますし、近年、世界各国で、ちょうど昨日、

トルコで大きな地震があって、3千人、4千人亡くなったと話しもされている中

で、かなり国民の防災に対する意識というのは変わってきているところもあり

ますので、やはり呼びかけをしながら、周りに目を向けていただいて、助け合

いの仕組みを役場も協力しながら一緒に作っていくということを粘り強く続け

ていくしかないと感じています。

　前の防災ハンドブックの中にも、自主防災組織が載っています。町としては

こういうものを作って欲しいと思っていると思いますが、自治会長さんなど、

ある程度動くのは各単位自治会だと思います。そこまで町は面倒見られないと

いうか、出来ないと思います。だから、そういうことについて、やっぱり代表

者なり自治会長さんを集めて、最低限こういうことを取り組んで欲しいという

ような会議を設けて欲しいという要望意見です。

　毎年自治会長会議を行っております。そこでは行政のお話しをさせていただ

いていますけども、進んでいないのが現状です。更に、積極的に地域に刺さり

込んでいって何とかお願いしたいと思うのですが、自治会長さん1人ではどうに

もならない地域もあります。そこは、簡単ではないかとは思っていますが、今

後も繰り返しやっていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思いま

す。

　以前自治会長会議に出ましたが、やっぱり防災についての話題は少ない。命

に関わることですし、新ひだか町全域が浸水区域になっています。だからやっ

ぱり専門的に防災会議みたいなものをきちんと設置して欲しいという考えでい

ます。

　具体的に検討出来ていないのでお答えできませんが、さらに、各地域にご検

討いただけるような流れをどう作るか知恵を絞って考えたいと思います

　住民の方々から貴重な意見ありがとうございます。そういう小さなことの積

み重ねが、大きな成果になると思います。防災計画の内容の鳧舞共同墓地と旧

三石温泉に一時避難すると決めたのは当時の担当でございます。神社の山との

意見もありましたが、もっと高い方が良いということで共同墓地となり、荻伏

側は橋が壊れた時を考えて旧三石温泉と二つに分けようということでスタート

しました。やっぱり自分の命は自分で守らなければならない。単位自治会の中

で本当にここが最適な避難場所かということを見直せということで、今年の課

題としました。自分でその時の状況で逃げる場所を考えて行動して欲しいと思

います。まず自分の近くの安全性の確保のためにどうしたらいいかということ

を考えていただきたいと思います。
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自治会員Ｄ

自治会員Ｃ

自治会員Ｄ

大野町長

　それから、防災無線が新しくなりましたが、この機能とはどんなものなの

か。言いっ放しなのか、それとも、どこにどんな状態で被害があるのかという

カメラ付き把握しているのかをお聞きしたい。

　防災無線の件は、一昨年に全町的にスピーカーを整備し直しましたが、静内

の本庁舎から新ひだか全域の海岸線に付けておりまして、一斉に放送ができる

システムになっています。現状の機能としては、放送する機能のみであり、例

えばカメラなどで周辺を把握するような機能は付いておりません。リアルタイ

ムに地域の状況が分かる体制にはなっていないということでご理解いただきた

いと思います。

　近くで逃げるところを考えなかったら間に合いません。地震あったら道路が

割れるのだから。人間が落ちたのだから。

　生き証人ですから、聞き取りをして、実際はどうだったのかということを詳

しく調べていただいて、広報でも良いし、我々の広報の鳧舞地区の実話という

ことで上げていただきたいと思います。

　十勝沖地震は津波が来たのは7分です。たった7分ですよ。

　実は私のお袋から十勝沖地震の話しを聞いたことがあります。その時に築港

の水が全部なくなった、底が見えたと言っていました。大きい川は当然ですが

小さい川も水が走るように上がって来たと言っていました。現在、国が出して

いる震源地は十勝沖地震の震源地と違いますので、今のところ津波は24分とい

うシミュレーションなっています。いずれにしても、大きな地震が来た時に

は、家の中もぐちゃぐちゃで、想像できない状態であると思いますけれども、

先程から総務部長が話しているとおり、まずは高いところに逃げるということ

で、みんなで支えながらやるしかないと思います。何かご相談があれば役場に

言っていただければ、また検討を重ねていきますのでよろしくお願いいたしま

す。

意見交換

自治会員Ｅ

・鳧舞生活館に

　ついて

米田地域振興部長

自治会員Ｄ

19:18～

　鳧舞生活館が新しくなってからはコロナが始まり、主人が亡くなった時に生

活館が使えなかった。それで静内に行ったのですがすごく経費もかかります。

これから生活館を貸してもらえるのか、お葬式をやって良いのかどうか知りた

い。金額もどのくらいかかるのだろうか。

　生活館は葬儀に使えます。今すぐ使用料の額は出てこないですが、そこまで

高くはないので安心してください。

　海浜公園で海水浴場はやらないのか。やらないのはおかしいと思う。太田町

長のときには絶対これから人も呼んできちんとやるからやらせてくださいと言
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柴田総務部長

大野町長

自治会員Ｄ

大野町長

自治会長Ｃ

・マイナンバー

　カードについ

　て

自治会員Ｄ

・廃校舎につい

　て

米田地域振興部長

った。それで漁業権を取り上げてやらないのは、つじつまが合わないと思う。

この波の悪いところでやったらだめだから最後まで反対した。それでもやっ

て、今は出来ませんという話しはおかしいと思う。

　現状としまして、町としても海水浴場をやりたくないというよりも、様々な

護岸の劣化ですとかで、危険な状況になっているのでやれないという状況で

す。再開するには、北海道さんとの連携も必要になりますけれども、護岸の改

修などの安全対策をきちんとした上で、安心して子どもたちに遊んでいただけ

る環境を作っていかなければなりません。そこが思いどおりに行っていないの

が現状でございます。

　おっしゃることはよく分かります。海水浴場を整備するので、漁業権を放棄

してくれという話しで、その時の漁師さんたちが協力をされたということは事

実としてあると思いますが、今の時点で海水浴場として使えるかどうかという

判断をするとすれば、総務部長が話したように現実問題としてできるかという

と難しいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。

できないのは分かるが、草刈りなどの管理も税金で賄っていると思う。でき

ないのであれば税金で返済すればいいと思う。

　草刈りをしているのはキャンプ場に使っている方で、海の中ではないです。

あそこは道の駅とキャンプ場として一体を整備しています。おっしゃっている

海のお話しは分かりますが、現在は護岸も大変な状況になっているため、でき

ないことをご理解いただきたいと思います。

　マイナンバーの件ですが、マイナンバーが本当に必要だと思ったらぜひとも

推進を徹底していただきたいと思います。このマイナンバーは本当に良いのか

という不安がよぎります。本当に必要だったら２月いっぱいに完了するように

進めていただきたいと思います。回答はいいです。

　学校はどうするのか。町のやることはおかしい。学校だって住民の人は反対

した。広瀬教育長がここは老人ホームに使うから大丈夫だと言った。みんなの

税金かかっている。

　この鳧舞小学校の体育館を作るときに教育委員会へ異動となり、多少ですが

携わっております。あの当時の鳧舞地区の方のご意見は、地域に先生たちがい

なくなったら、地域の自治会活動も立ち行かないのではないかなどのご意見も

あり、小学校を建設する当時に話合いをしています。その記録は見せてもらっ

たことはあります。同じように川上でも地域の方からご意見をいただきまして

小学校を建設しましたが、このような結果となっております。現在は、佐藤契

約管財課長が廃校を売却するために頑張っていますが、鳧舞は土地が国道沿い
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自治会員Ｇ

大野町長

のため高額のため、なかなか売れないのが現実です。比較的新しい学校が廃校

となってしまったことは、旧三石町の職員としても本当に辛いところでござい

ますけども、何とか有効に使えるようにしたいと思いますが、地盤も少し悪い

状態であり、まだ売却されていない状態です。浦河町では民間で老人ホームと

して活用しているところもありますので、できればそういうとこで活用してい

ただきたいと望んでいる次第でございます。

　学校の件ですが、本当に地盤は良くないのに土地代が非常に高いと思う。地

震の通り道で地盤が割れたのは間違いない。地盤が良いのは海側です。ですか

ら土地を安くして、建物は無償でということも良いと思います。それと同時

に、業者が入ることになった場合、住民が一体となって賛成していかないと絶

対まちづくりは出来ません。ですから、今日来ている皆さん方も両手を挙げ

て、まちづくりを応援してやるという気持ちで、町長さんにお願いすれば、町

長さんだってやりやすくなるのではないかと思う。学校を使ってもらう方法を

考えるのが住民だと思う。ですから土地代は高いから、それこそ無償でもやろ

うというような気持ちでいかないと、すごい土地です。ですから、私たちも経

験しているけど、土地の値段はどうやって決めたのだろうと私はそう思って見

ておりました。このまちづくりにはやはり、住民が一体とならなければ絶対で

きない。そこを住民も考えてやっていったら良いと私は思います。

本当にありがとうございます。

私が町長になったときは、建物代と土地代で学校を募集していました。2年く

らいその内容で募集しましたが、なかなか売るのが厳しいということもありま

して、建物は無償にして売却するようなことで公募してみようと変えたことで

何件か売れ始めたところです。おっしゃる通り国道沿いにあるため土地代金が

高いです。民間の売買であれば安くできますが、役所ですから、国が定めてい

る路線価などいろいろなものを利用して売りますので。いずれにしても、私ど

もも早く買っていただきたいと考えていますので、引き続きいろいろな面で他

の事例なども調べながら、しっかりと取り組んでいきたいと思いますので、ま

たそのときはよろしくお願いいたします。

閉会挨拶 19:40～　大野町長　

　いろいろなお話しをいただきまして本当にありがとうございました。

　やっぱり時代というのは変わってきているものですから、その時代に合わせ

ながら、尚且つ、それを見た中で、どういうことをすべきか非常に難しい。先

が読めない時代ですので、難しいですけれども、過去よりは絶対変わっていま

すので、最低限そこの状態の中で、しっかりと物を考えながらやっていきたい

と思っています。

　この地区は米田さんと佐伯さんは3月末で退職の年になります。 60歳になり

ますので、これから違う道に行くのか、何をするのかはよく聞いていませんけ

れども、お世話になったと思います。　引き続き、これからもよろしくお付き

合い願えればと思うところでございます。
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　今日は本当にありがとうございました。

閉会 19:40 　終了
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令和５年まちづくり懇談会会議録

開催日時 令和5年2月10日（金）13:30 ～ 14:20

会　　場 歌笛総合住民センター

自治会名 歌笛地区連合自治会

出席 者 【町側】

大野町長、田中副町長、久保田教育長、柴田総務部長、藤沢保健福祉部長、

水谷産業建設部長、米田地域振興部長、片山教育部長、渡辺町立病院事務

長、

佐藤契約管財課長、山口消防長、高澤警防課長、佐伯地域振興課長、

森多地域振興課主幹　14人

【自治会側】

15人（男性15人、女性0人）のほか、町議会議員4人

≪顛末内容≫

主　　　な　　　内　　　容

開　　会 13:30～　

自治会長挨拶 13:31～

　皆さん、こんにちは。

　本日はまちづくり懇談会に、川上地区の皆さんもご一緒に出席いただきあり

がとうございます。

　また、寒さ厳しい中、そして冬らしく真っ白になり、足元の悪い中、大野町

長をはじめ、町の関係者の皆様には、何かとご多用のところご出席を賜りあり

がとうございます。町には、日頃から歌笛地区の要望に対し、いろいろなご対

応をしていただき、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

昨年は中止となりましたが、例年2月に要望してまちづくり懇談会を実施して

おります。参加された自治会の皆様とともに、要望等について懇談させていた

だきますので、意義あるご意見を賜りますようお願い申し上げ、簡単ですが開

会の挨拶といたします。

町長挨拶 13:33～　大野町長

　改めまして、皆さんこんにちは。

　自治会長さんからもお話しがありましたが、寒さが続いております。結構冷

えておりまして、街中でもここの地区は山あいに入っていますので、特に冷え

がきつく、水道が凍結したと聞いております。

　昨年はコロナということで、こういう場を持つことができませんでしたけれ

ども、今年5月の連休明けからはコロナも２類から５類に変わりますが、基礎疾

患がある方は引き続き注意しなければなりません。町の状況で申しますと、細

かい発生情報は私のところにも入ってきませんけれども、病院関係で入院して

いる方がかかると、そういうところは感染が止まらない状況もございますの

で、引き続き感染予防に気を付けていただければと思います。

　今日私どもからは、1点のご報告をさせていただきます。また皆様から2点ご
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要望いただいておりますので、その要望事項を中心に意見交換をさせていただ

ければと思いますのでよろしくお願いします。

職員紹介 13:35～　

資料説明 13:36～　渡辺町立病院事務長　

・令和5年度三石国保病院の診療体制の変更について

質疑

自治会員Ａ

渡辺町立病院事務長

自治会員Ｂ

渡辺町立病院事務長

13:40～

　新しく来る先生は、町内に在住するかどうか差し支えなかったら聞きたい。

例えば、札幌からの通いで週末は帰るのか、それとも、町内に居住するのか、

できれば何歳かくらいかも聞きたい。

　はい、歳は現在53歳でございます。居住の関係でございますけども、自宅を

構えておりますので、週末については町外の方でということで予定しておりま

す。

　診療科の中で、小児科の部分で対応出来ない部分は、近隣の病院でという言

い方をなされましたが、川上・歌笛地区でも近隣といったらどこになるのでし

ょうか。そういった部分の対象となる病院があるのでしょうか。

　この近隣とは、まず浦河町ですね。日赤さんの方で小児科がありますので日

赤さんと、静内地区は町立静内のほかにも徳洲会病院がございますので、そち

らにと考えておりました。

懇談希望テーマ

山口消防長

自治会員Ｃ

13:42～

①消防第２分団常駐員について　歌笛地区に昼間３名の団員の人員確保が難し

いため、昼間に１名配置して欲しい。

　ただいま消防団員数の減少に伴う影響で、その対応ということだと解釈して

います。消防団員の減少に対する影響というものはもう全分団に通じた共通の

課題や影響があるところであります。現組合の消防団員数は342名となっており

ます。ここ10年で56名減少しております。かつて450名近くだったと思いますが

どんどん消防団員数は減少している現状にあります。これはこの地区だけでは

なく、全国的にも毎年１万人以上減少が続いている状況です。そのため団員数

を何とか確保しようと、新規の団員確保に向けた対策を私どもも実施はしてい

ますが、なかなか効果がないといった状況であります。そのため今年度新た

に、団員の現在消防車両を運用するのに必要な準中型免許に対する助成、取得

に対する助成を新たに導入してまいります。今後、さらに団員確保に向けた対

策を継続して進めて参りたいというふうに考えておりますので、ご理解のほど

お願いしたいと思います。

　質問ではないですが、実は美野和の分団も消防車が１台配置してもらって、

現在５人でお願いしているような状況です。先日団員の方が来て今年２人辞め

るということでそうすると３人しか残らない。そうなると１人かけたら消防車
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山口消防長

自治会員Ｄ

は動かなくなる。そうすると歌笛も消防車が動かない、美野和も動かないとな

ると、川上まで行かないと消防車が動かないような形になると思いますが、地

域としても、また災害区分とかの火災が起きてないのですが、少し心配な状況

があるので、是非ともこれを進めてほしい、美野和に１人置いてくれというこ

とにはならないかもしれないので、せめて歌笛には置いて欲しいと思う。

　消防団の各分団の組織も高齢化などがありまして、辞められる方が多いとお

話しさせていただいきましたが、そうかといって地域の防災を維持する力を減

少させるわけにはいかないと考えております。そのために、今ある分団、例え

ば、2分団の時には例えば4分団を同時に招集するとか、そういった広域的な連

携を図りながら町も動きますけれども、広域的な連携組織を活用しながら、災

害時には対応して参りたいと考えております。ただ、そういう5つの地域の防災

力を維持するために、抜本的な所の見直しというのも併せて実施していかなけ

ればならないと考えております。現在もう既に、その件については協議を進め

ておりまして、近い将来ですけれども各消防団の方、それから地域の方にもご

相談しながら再編等も進めてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願い

いたします。

　第2分団分団長をやっています。昨日役員会を開きまして、美野和の関係も2

人退団で、そのうちの1人しか農家でなくて勤め人ですから、常時そこの近辺に

いるのが1人となっているので、かなり負担がかかっている。どうしても自分一

人で責任持って、美野和が火事になった時に出動しなければならない。歌笛も

そうですが、ほとんどが勤め人で、自営は1人か2人しかいなくて、どうしても

その人がどこかに行くときにお互い連絡しますが、やはり負担でどこにも行け

ない状態です。去年、若い方が何人か入ったのですけれども、川上は充実して

いると思いますが、どうしても二つ目の定数、美野和の人数がいなくなったら

歌笛に吸収合併しようという話しは進んできたのですけれども、この手薄の状

態で新しい人が入ったから、車の免許が無いから補助しようとかそういう段階

ではないです。実際自分たちの住んでいる所で火災があった時に出なければな

らない体制でいる時に、今から考えますではなく、そういうのを早急にやって

いなかったら、責任もって消防車を運営しているのですけれども、地域を守る

ためにとか、火事があった時だけご苦労さんでしたと言われるけれども、私達

も責任持って職員ではないので休みもなく１年中その責任を持っていなければ

ならないというのはかなり大変です。どうしてもその団員自体も歳で、定年

60、65と言っていますが、ほとんどそれに近い状態で、その中でやりくりして

いかなければならない。物すごい苦痛というのか。今の若い人方が親の世代

で、子どもたちがいるために消防団員に入らない。入らないのはその世代が特

に増えてきているので、いざ火事という時に出て行かなければならないのは、

その年代だけですけれども、やっぱりそこに負担は余りにもかけられないとい

う状況です。常時土日の夜はいるので本当に駆けつけ消防みたいな形ですけ

ど、そこは何とか充実します。月曜日から金曜日の平日だけでも何とか回して
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山口消防長

水谷産業建設部長

いただいて、そこだけカバーしていただければ、消防車も動かせる状態で、火

事になったらいけるとか、そういう状態を昨日も話したのですけれども、その

状態を取ってもらわなかったら、もし火事で行って、消防車１台も動かなく

て、お前ら何やっていると言われるのは私らです。これを何とか回避したいと

思うのでよろしくお願いします。

　日頃より地域防災のためにご尽力いただいていることに対しましては本当に

感謝申し上げます。冒頭で私の方からお話ししましたとおり、高齢化による団

員減少については２分団以外にも、管内全分団に共通している課題でございま

す。消防車両の運行に対しても、支障をきたしている部分というお話しを聞い

ております。ただ、この問題を抜本的に解決するにはやはり、組織の再編等も

必要なのかもしれませんけれども、組織を一度再編してどんどん縮小してしま

っては、地域の防災力もどんどん落ちていくのではないかと考えております。

ただ、その再編も合わせて抜本的な対策になるのは新規入団者の確保と考えて

おります。両方合わせながら並行して進めながら、私どもとしても少しでも、

全く改善にはならないかもしれませんけども、改善に向けて努力はしていきた

いと考えておりますのでご理解をお願いします。

②公営住宅の入居について　歌笛地区にある公営住宅の新規入居をしない理由

は。

　歌笛地区の公営住宅の入居についてご説明させていただきます。まず初め

に、公営住宅の現状ですけれども、昭和62年から平成5年にかけて、6棟12戸建

設されています。その後、平成9年と平成10年で10棟24戸、合わせて16棟36戸が

公営住宅として管理をさせていただいております。

　このうち昭和62年から平成5年にかけて建築した６棟12戸については、建設か

ら30年から36年が経過しているところで、老朽化している現状にございます。

これについては、平成25年に策定しました公営住宅長寿命化計画に基づきまし

て、順次改修したいというところで考えでございます。こちらについては、人

口減少だとか今後の人口の推移だなどを考慮した中で、町全体の公営住宅の管

理戸数を調整していくという計画も含んだ内容になっております。

　今後公営住宅として管理していく部分については、平成9年、平成10年に建築

しました10棟24戸を管理していくというようなことであります。そのうちなぜ

入居させないのかというところですけれども、今後も管理していく10棟24戸に

ついては、そのタイミングの時に、もしかしたら公営住宅に空きがなくて入居

が出来なかったのか、その辺りはちょっと不明ですけれども、現在この10棟24

戸のうち、昨年10月に退去された方がおり住宅修繕が完了しました。第３回の

入居募集で候補を募って入居募集を図ってきたところで、11月の時には入居希

望がなく、次回の公募の予定については2月末から3月の上旬にかけて公募する

ところです。ご案内は、2月25日に発行します町広報の3月号で公募を予定して

おりますので、その際に入居の申請を出していただきたい。1戸空いております
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ので、繰り返しますが町広報の2月25日発行の3月号で広報しますので、そちら

に詳細を書いておりますので見ていただきたいと思います。

意見交換

自治会員Ｂ

・川上会館につ

　いて

米田地域振興部長

自治会員Ａ

・歌笛総合住民

　センターの改

　修について

佐藤契約管財課長

14:01～

　川上会館の管理をしています。町に要望したい部分が、厨房のガス瞬間湯沸

かし器の排水が下の排水管につながっていない。途中で切れていて、寒い時は

玄関付近で水を抜かなければいけない。その時にバケツを当てて水抜きをし

て、当然湯沸かし器の水も抜いてしまう。ところが、川上会館の場合は、使用

率が多い老人クラブは毎回トイレを使うので必ず水を出してやらなければいけ

ない。最後には凍結予防のため行ったとき、その水抜きが排水につながってい

ないがためにバケツを当ててバルブを開けて水を抜く処理をしなきゃいけな

い。1週間に1回必ず老人クラブが集まって施設を使用しますので作業は必要で

す。尚且つ、その水抜き排水のバルブも床下の上部に設置されているのです

が、工具がないと回せれない、操作ができない。これも何度か直接静内に行っ

て要望したわけではないですけれども、いろいろな方にお願いしたところもあ

りますが、一切改善する予兆も全然見られないので、この辺りはどうなるのか

と思っています。

　もう一つは、駐車場の敷地から道路まで木柵がありますが、まだ一度も交換

していないと思う。環境対策や何かの部分で防虫防鼠の対処をしていないと思

う。ほとんどが傾倒して全て連鎖して倒れてしまっている状況です。今回、川

上地区で葬儀があったので、木柵が垂れ下がった部分は補修したのですが、そ

の杭に補修するビスもきかない状態になっております。当然耐用年数は超えて

いると思いますので、その都度交換してもらえると思っていますので、30メー

トルから40メートル対処してほしい。そういった細かいお願いを川上地区から

のお願いといたします。

ありがとうございます。施設管理のことでいろいろとご不便をかけていると

いうことで、現場に私ども伺いますので教えていただければ、私たちの方でそ

れを改善する形で進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

自治会要望事項として毎年町で取りまとめていて、歌笛連合自治会から長年

に渡って住民センターの改修についてお願いしていますが、今年の年明けだっ

たか担当から考え方について説明は聞きましたが、まだ時間がかかりそうで、

今日他の自治会長もいるので、具体的に実際にどれぐらいの期間で、どう考え

ているのか概略を説明してもらえれば、毎年要望事項で上がって、他の自治会

員さんはいつどうなるのか全然わからない状況なので、ある程度こういう考え

方で進めていく、目途としては何年ぐらいまでにこうしたい、その通りになる

かならないか別としてある程度のゴールが見えないと、ただ毎年同じことを要

望していくだけで、町からの回答も毎年同じ状況なので、ある程度その計画な

り、目途を説明出してほしいと思います。

先月の連合自治会役員会の場をお借りしまして、今後の概要についてご説明
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自治会員Ａ

大野町長

させていただいたところです。町では公共施設等総合管理計画と言いまして、

これは簡単に言いますと地域に幾つかある同じような施設を集約させていただ

いて、その施設を改修なり改築して長く使ってもらい、併せて将来的な負担を

減らしていきましょうという考えから、計画を策定しまして、各地区で順次進

めてまいりました。令和元年度から、鳧舞地区続いて本桐地区、今年度につき

ましては、川合西川地区を終えまして、令和5年度東別西端地区の集約を予定し

ております。その次に、歌笛地区に取りかかりたいということでご説明をさせ

ていただきました。今やっている集約事業は国の交付金事業を活用して実施し

ているところです。この交付金事業ですけれども令和5年度で一旦計画が区切ら

れて、また令和6年度から新たに計画を立てる予定でおりまして、基本的には歌

笛地区の事業にも活用したいと町としては考えているところですけれども、現

時点ではまだその計画の詳しい内容が国から明確に伝わっていない状況であり

ます。ただ、歌笛地区につきましては、以前から総合住民センターの改修なり

改築の要望をずっと挙げているのも分かっていますので、次はこの地区で事業

を進めていきたいと町としては考えております。ただ、先程申し上げましたと

おり予算と言いますか、財源の部分がはっきりしてないという関係もございま

すので、まず令和５年度で地域の皆様と協議を進めさせていただきまして、改

修なり改築に当たりまして希望通りできれば良いのですけれども、できるとこ

ろや難しいというところを来年度に向けまして整理させていただいて、こうい

う建物施設を作っていきましょうという大枠を固めながら次のステップに進め

ていきたいと考えております。基本的には、この敷地において、今の建物を改

修なり改築という形になると思いますので、そこに設計等も入ってきますの

で、財源の関係もございますけども３年ぐらいは少なくともかかるのではない

かと考えていますが、計画の部分もございますのでいつとは言えないのですけ

れど、一つずつ課題を解決して改修や建て替えに考えていければと思い、進め

ているところでございます。

いつとは約束できないけれども、概ね令和８年位までには何とかしたいとい

う考えで理解して良いですか。できる、できないを確約すると言っているわけ

ではないから、検討しますとずっと言うのではなくて、少なくとも令和８年く

らいには何とか町としても目途を付けたいという言葉があれば、歌笛の人もあ

あそうかと安心すると思います。だからどうでも令和８年までに何とかすれと

言っているわけではない。その辺りの考え方を町長の責任において説明してほ

しい。

完成が早ければ7年で出来上がる可能性はありますよね。今年は、令和5年に

皆さんと相談しながら、改修してどのくらいの規模にするのかなどの協議をし

ながら、6年からの次期計画、国に計画書を出すのですがそこに出しましょう。

それも恐らく5年計画を作ることになるのですけれど、7年にはうまくいったら

出来上がっている可能性はあります。すごく立派なものを要求されると困りま

すけど、早ければ7年、6年度の計画なので、いずれにしても国から交付金をい
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自治会員Ａ

・歌笛橋から富

　田宅前までの

　道路修繕につ

　いて

水谷産業建設部長

自治会員Ａ

水谷産業建設部長

自治会員Ａ

・ごみの問題に

　ついて

ただくようなことというのが、全国の各地区の予算の調整がありますので、こ

れは何としても私の気持ちとしては7年には整理したいと思っていますのでご理

解をいただきたいと思います。

歌笛橋から富田さんのとこまでの十字路までの舗装がものすごい凸凹になっ

ている。浦河に行く道路として物凄い交通量が多い。今のままで浮き沈みを放

置しておくと、かなり支障をきたすというかスピード出さなければ良いが、う

っかり出すと、車が壊れるぐらいのショックを受けるような状況で、少なくと

も引っ込んだ所の穴埋めだけでも、応急的な措置をしてもらわないと、今のま

ま置いていたら除雪するにも大分障害があるのではないかと思う。それぐらい

ひどい。早急に応急措置をしてほしい。

町道の舗装の段差については、自治会要望の写真を見ています。きっと地盤

が悪くて高層物があるところやマンホールなど結構段差が付きやすい場所にな

ります。そういったところについては、町のパトロールなどをして通行に支障

があるところは修繕をするようにしております。現在のところかなり段差があ

るような状況も見受けられますので、改めて現地を確認させていただいて、修

繕が必要であればさせていただきたいと考えております。予算の関係もござい

ますので、早急にできる部分と優先順位を考えながら適宜修理を進めていきた

いと思いますので、戻りましたら担当にも今一度現地確認するように指示しま

すので、ご御理解をいただきたいと思います。

現地確認して対応をどうするか、出来なければできないなりの答えを自治会

長にしておいてもらわないと、話し聞いて要望しました。はいわかりました、

善処します。そのあとなしの礫では困る。要望したことに対して考えますと言

った限りは、きちんとこういう事情で検討したけれども出来ませんとか、来年

再来年には何とかしますとか、そういう答えをきちんと回答してもらいたい。

自治会長を通じて、ただ聞きました、何とかしますだけで終わらせてはダメ。

こうやって話しを聞いて答えは大体決まっている。予算がないとか何とかしま

す、考えます。なんとかします、考えますと言って考えてくれた試しがない。

だからその答えをきちんと自治会に出してほしい。

はい、分かりました。間違いなく現地も確認して、自治会長さんに補修の時

期だとか今後の計画についてご説明するようにいたしますのでご理解願いま

す。

南歌笛橋付近のごみの問題ですが、担当する職員も説得するのはとても大変

だと思います。許可もらったかどうか知りませんが、掘っ建て小屋みたいなの

を建てて、堂々と投げているが、少なくともそういう資格を取ってやっている

と言い張るのであれば、周りにごみが飛散しないようなフェンスをちゃんと張

ってほしい。施設管理をきちんとしてやれというぐらいの命令はできると思
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米田地域振興部長

自治会員Ａ

米田地域振興部長

う。あのまま本人の勝手にさせて投げておいたら、地域としては大変迷惑な話

しですから、ただそれなりの対応をやる、ある程度行政で取ってもらわない

と、やる方は大変かもしれないけれどもそれが仕事だから、やっていただきた

い。

南歌笛橋のところのごみのことですけれども、あれはもう10年以上の問題に

なっています。それで、先ほど●●さんという話しが出たのですが、その方

が、あれはゴミではないという主張をしている。それで一昨年、警察が入って

います。警察が入って、あそこの中身を全部確認して、現在は犯罪になるの

か、どこの業者があそこに持ってきているか等を全部捜査しています。その結

果を警察からは聞けませんが、今もその業者に指導はしているという話しは聞

いています。ごみの中を確認しましたら産業廃棄物だったので、振興局では、

今でも毎月、担当者が本人のところに行って話しを聞いている。そして中の調

査する時は、警察と町の職員も一緒に立ち会ってやっていて、改善に向けて進

めている段階だというところまでしか今のところ言えませんが、ご理解くださ

いというのは難しいかも知れませんが、今そうやって進めているという段階で

ございます。

資格は持っているのか。

持っていません。

閉会挨拶 14:20～　大野町長　

どうもありがとうございました。

まだ、夕方から出る用事があり、時間もあるので、都合がよければ川上会館を

見せてください。あと道路の穴も帰り見ていきますので、その結果でまた課内

で協議しまして対応方針を決めていきたいと思います。また何かありました

ら、三石支所に米田部長と佐伯課長がおりますので、いろいろと言っていただ

ければと思います。

今日は本当にありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

閉会 14:20 　終了
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令和５年まちづくり懇談会会議録

開催日時 令和5年2月14日（火）18:00 ～ 19:00

会　　場 総合町民センターはまなす

自治会名 三石地区連合自治会

出席 者 【町側】

大野町長、田中副町長、久保田教育長、柴田総務部長、藤沢保健福祉部長、

水谷産業建設部長、米田地域振興部長、片山教育部長、渡辺町立病院事務

長、

佐伯地域振興課長、森多地域振興課主幹　11人

【自治会側】

19人（男性16人、女性3人）のほか、町議会議員6人

≪顛末内容≫

主　　　な　　　内　　　容

開　　会 18:00～　

自治会長挨拶 18:00～

皆さんこんばんは。

今日はまちづくり懇談会に参加していだたきましてありがとうございます。

今日の説明は病院の再編成とかではなく、三石病院の医療体制について町か

ら説明がありますので聞いていただきたいと思います。病院の再編成について

は後日、説明会があると思いのますので、よろしくお願いいたします。

町長挨拶 18:00～

　改めましてお晩でございます。

　ここ数日は雪が降り、目が覚めると外が真っ白になっていまして、雪が少し

降っていますけれども、日中の日差しが強くなってきたものですからすぐ溶け

てしまいます。とは言いながら、今の時間になると、やっぱり少し寒い状態が

続いております。これから、あと１か月ぐらいすると暖かくなってくると思い

ます。

　依然としてコロナの関係で申しますと、病院関係で出ているケースが多くな

ってございます。マスクの扱いについても、3月にははっきりすると思います

し、5月以降に医療体制をどうするのかということもこれから国から出てくると

思います。その中で今日は私どもから、三石国保病院の先生が変わるというこ

とで、そのお話しを中心にさせていただこうと思っております。またその他の

時間で、何かご意見がありましたらいろいろご意見をお伺いしたいと思います

ので、よろしくお願い申し上げます。

職員紹介 18：00～　

資料説明 18：00～　渡辺町立病院事務長　

・令和5年度三石国保病院の診療体制の変更について

質疑

自治会員Ａ

18：03～

　今ご説明で、私の記憶によりますと、三浦先生は、平成13年から三石国保病
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渡辺町立病院事務長

自治会員Ｂ

渡辺町立病院事務長

院に勤めまして22年程になると思いますが、三浦先生に本当に長い間ご苦労さ

までしたと申し上げておきたいと思います。

　三浦先生は小児科と内科が専門でございました。それでお聞きしますけれど

も、三浦先生は三石小学校、三石中学校の学校医というか、それを専門に児童

生徒の健康診断、あるいは予防接種等も行ったように聞いておりますけれど

も、今度来られる土田先生は、三浦先生と同じように子どもたちの診療もして

いただけるのかどうか聞きたいと思います。

　小児科の診察でございますけれども、土田先生に確認をいたしましたが、や

っぱり専門的な診療となりますと難しいというお話しでございました。ただ、

時間を要しますが勉強させてほしいということでございましたので、ゆくゆく

は、診察していただけるようになるのかとは思っております。また小学校の健

診業務でございますけれども、そちらについては引き続き行うということでご

ざいました。また、乳幼児の健診等々、病院の事業ではないですが、北大の医

師が来て行っていただけるというところの確認をしてございますのでよろしく

お願いしたいと思います。

　国保病院の入院のことについていろいろ噂を聞きます。入院病棟を無くすと

耳にしたことがあります。医師2人で、外来もやり、入院も面倒見るということ

は負担になります。入院は大変だと思いますが、その点今の国保病院の中での

入院の対応はどうなっているのか、今後このままいくのか、あるいは入院は将

来難しくなるのか、考えをお聞きしたいと思います。

　現在の入院の対応ですが、三石国保病院は一般病床20床、療養病床22床、許

可病床数が全部で42床でございます。一般病床については、医療従事者の関係

で今休診としております。療養病床22床のみで医師２人で病棟を運営していま

すが、令和５年度につきましては、土田先生についても病棟を診ます。基本的

には5年度以降も、診察を行っていく予定でございます。またその無床にするか

どうかというお話しは、改革プランで町からお示しをしていますので、そこに

ついては先ほど出口会長からも言われたとおり、また改めて説明会を実施いた

しますので、ご理解いただきたいと思います。

意見交換

自治会員Ｃ

・三石ハイヤー

　について

藤沢保健福祉部長

13:33～

　三石ハイヤーのことですが、近々やめるような形になるみたいですけども、

そういう中で例えば朝病院に年寄りを送って、また途中で迎えに行かなければ

いけないというところの足に今までタクシーが結構使われていたと思います

が、今後タクシーが無くなった時に町としてはどういう考えなのかお聞かせ願

いたい。

　三石ハイヤーさんが辞めるというお話しは初めて聞いたので、今何とも言え

ないところでございます。ただ、三石ハイヤーさんも、運転手さんの年齢が高

いというお話しは以前から聞いていましたので、いずれは三石ハイヤーさんの
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自治会員Ｄ

・病院関係につ

　いて

藤沢保健福祉部長

自治会員Ｅ

後がいなければ、ハイヤーが無くなってしまうかなというところは危惧してい

るところでございます。今後、三石ハイヤーさんが無くなったときに、患者さ

んが病院に通うだとか、買い物に行く時にハイヤーを利用出来なくなるという

ところでございますが、今のところ病院については、コミュニティバスなどを

利用していただきたいということになると思っております。ただ、バスに乗れ

ないから病院にも通えないということが出てくると思いますので、その部分は

今後、移送サービスというサービスを介護でやっている部分がありますので、

そこがどこまで利用できるかというところを今後研究していかなければならな

いと思っております。また、どうしても病院に行けないということになれば、

在宅診療、訪問診療なども、三石地区だけではなくて、新ひだか町全域で考え

なければならない課題だと思っております。特に、ハイヤーさんが無くなった

場合、病院だけじゃなく買物だとかそういうことにも影響が相当出ると思って

いますので、町全体として移動手段を、法的にも、民間的にも協議していかな

ければならないと思っておりますので、今後も協議をさせていただきながら、

移送については対応してまいりたいと考えております。そのときには、やっぱ

り皆さんからいろいろご意見をいただかなければならないと考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

　病院のことですが、将来的に再編するということですよね。この原因は赤字

が多いからということですか。赤字を減らすために病院を減らす。減らしても

赤字は増えると思う。それだったら徳洲会病院が建て替えします。そういうと

ころを町の指定病院とかにして補助を出していけば、医師の心配も要らない

し、そういう点では非常に良いという考えもありますが、そういうことを町が

考えたことがあるのでしょうか。そういうことも考えるべきだと思いますがど

うでしょうか。

　病院改革プランのお話しについては、先ほど言いましたように別にやらせて

いただきたいと思います。再編について簡単に説明させていただくと、最初は

赤字のことが中心でありました。ただ、いろいろと勉強していく上で、１番は

やっぱりお医者さんや看護師さんなどの医療スタッフの確保が難しいというと

ころの方が問題なのかというところと、先ほどの質問にもありましたように、

今後、独居老人が増えた時に、病院にも向かって行けないのではないかという

心配の方が我々としてはお金の問題よりも強いというところで、病院改革プラ

ンを見直しさせていただいているところでございます。赤字を埋めるのは、ど

こかを節約すればできるということは思っていますので、赤字を少なくするの

は当然だと思っておりますが、それ以上に、やはり、診療施設を守るというと

ころに視点を置いたときに、最低限どうしたら良いかというところで勉強をさ

せていただいて、計画を策定しているという状況でございます。これについて

は、先ほど申し上げたとおり別途説明会等についてはお約束ですので開催させ

ていただきます。そのときにまた詳しいお話しをさせていただきたいと思って

おりますが、赤字というよりも、医療スタッフ、医療資源を集めることの方
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・外国人労働者

　（蓬莱荘）に

　ついて

藤沢保健福祉部長

自治会員Ｅ

藤沢保健福祉部長

自治会員Ｅ

藤沢保健福祉部長

が、今は難しいということで計画を立てるということでお願いしたいと思いま

す。

　いろいろな町で、老人ホーム、児童館、保育所は民間委託にしていく傾向が

非常に強くなってきているようです。老人ホームも民間に委託したという形で

従来いた職員がほとんど辞めて、先日からインドネシアの女の子が5人来て働い

ております。役場の初任給は15万円程度と聞きました。インドネシアから来て

いる女の子の給料は13万円と聞いておりまして、何か管理委託をすることによ

って、割に合わない思いをしている人がいるのではないかと思いながら私は出

入りしておりますが、寒い冬に部屋に入って見たら、せんべい布団1枚敷いて1

枚布団、そんな場所で寝ています。朝ごはん食べるところ見てみると、焼きそ

ば半分くらいにバナナ１本で非常に惨めな暮らしをしています。可哀そうだと

思って私はできるだけ協力して、食事に連れて行ったり弁当を差し入れたりし

ていますが、民間委託については、町から老人ホームには補助金を渡している

のですか。

　補助金としては何も出していません。

　他のところのニュースを見ると、2千万円程度で児童館を民間に委託したなど

あったので、何かそういうのがあるのかと思っていました。

  委託料としてはお支払いしています。

　外国から何百キロも離れたところへ来て働いているのにも関わらず、非常に

侘びしい生活をしているということは、もう少し僕らも見てやらなければと思

っています。人材不足で外国から働きに来る人に対しては、1人20万、施設に対

して10万というような報道がされていました。それを町として取り組んでいる

かどうかお尋ねしたい。

　外国人の労働者の関係のお話しを聞きしました。蓬莱荘に勤めている方々の

生活状況を申し訳ありませんが把握はしてございませんが、新ひだか町で現在

外国人の方が230人ぐらいおります。そのうちの半分ぐらいはインドの方ですけ

れども、牧場などに入られてお仕事されております。ベトナムの方などは、静

内の生協にいたりとか、インドネシアの方は蓬莱荘にいたり様々ですが、この

人たちがどんな生活実態なのかということを町としては調査したことがござい

ません。町長から言われまして、外国人の方々が何に困っているかというとこ

ろを調査するようにと仰せつかっておりまして、まずは、相談できる窓口が無

いのではないかというところで、これらについて町で進めようと動いている状

況でございます。それで、外国人の方も文化も日本とは違いますし、いろいろ

な思いでいられる方がいますので、そういうところに話をしに行くなど、町と

しては何に困っているのかということを聞く機会をやっていこうと思っており
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自治会員Ｅ

自治会員Ａ

・指定管理に係

　る委託料（蓬

　莱荘）につい

　て

藤沢保健福祉部長

ます。先ほど給料のお話しをされましたけども、昔は日本が円高のときは日本

に働きに行きたくて、来ていた方が沢山いたのですが、円安になったことで実

入りが少なくなっているという問題もあると思っております。ただ、我々とし

ても今後は、人口減少がこれからますます進みます。高齢化も進みます。外か

らの人たちの力を借りて、いろいろなところに頼るしかないと思っておりま

す。その中ではやはり、外国人の方のお力というのを借りていかなければなら

ないと思っております。地域の生活を守っていくためには、いろいろな方にお

手伝いをいただかなければならないと思っているため、町としてもできること

はやっていかなければならないと考えております。そういう意味では令和5年度

に向けて、そういう対応をしてまいりたいと考えてございますので、ご理解い

ただきたいと思いますし、今のお話しを聞きましたので、それについては我々

の方も確認をさせていただきたいと考えております。

　そういう制度ができるという新聞の報道を見て、当人に対しては20万、施設

に対しては10万と考えているということなので、是非利用できるように進めて

欲しいと思います。彼女たちの給料は13万円。そして3万円から10万円仕送りし

て、そういう中で生活しているのは本当に惨めだと思っておりますので、食べ

物とかそういうものを差し入れして、できるだけ手伝いをしてあげようと思っ

ておりますけれども、もしそういう制度が本当に実施されるのであればお願い

します。

　私の町内にインドネシア人の女性の方５人が町内会に入れてくれと来まし

た。それで、どこに勤めるのと聞いたら蓬莱荘ですと。私はうちの町内なので

頑張ってくださいと言いました。先ほどと関連があるのですが、蓬莱荘と静寿

園の運営につきまして、指定管理者制度をとって委託していますが、委託前の

職員は町の職員ですが、1月19日の新聞に出ていました。その記事の内容により

ますと、職員だった人が173名いました。それが、現在129名で44名ほどが辞め

ました。44名も辞めるということは、それなりの理由があったのではないかと

思いますけれども、家庭を持っている人もいますから、よほどの決断だと思い

ますけれども、町としては、やっぱりそちらに移って職員でなくなったとして

も、44名も減ることは穏やかではない。職員が移った時にそれだけ減ったのか

ということ、今後のためにもその辺りの理由を検証しているのではないかと思

っています。どのように検証してどうなっているかということを、辞めた人の

ために、お聞きしたいと思います。

　令和３年度当時173名いたのが、去年の12月、11月ぐらいで、129名だったと

いうことですが、辞めた理由はそれぞれあると思っております。ご自分のご都

合で辞められた方もおられますし、当初お話しを聞いたのと働き方が違うとい

う理由や、家庭の事情などというお話しを聞いているところもあります。仕事

柄、やっぱりきつい仕事ですので、年齢的にもう限界という方もいるとは思っ

ております。一人一人の追跡調査はやったことはございませんが、基本的には
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自治会員Ａ

自治会員Ｆ

藤沢保健福祉部長

自治会員Ｆ

藤沢保健福祉部長

皆さん、当初は役場から萌さんに移るということでお話しをいただいて、一旦

はお勤めになっているのですが、いろいろな諸事情で辞められたのかと思って

おります。その中では、当初のお話しあったものと違う条件だった、働き方と

は違うところがあったとも聞いております。我々としても、いろいろな形で、

萌さんにはその職員の採用についてもお願いして、サービス低下とならないよ

うにとお話しをさせていただいていますが、そうなった中でもやはり、実際、

転籍した職員が辞めたということは、非常に残念だと思っております。今後、

転籍された職員について、町として理由を確認することは考えておりません。

ただ、我々が心配なのは、職員が辞めたことによって、利用されている方々の

サービスが低下することの方が厳しいと思っておりますので、萌さんにもお願

いしながら、きちんと職員が揃う形で対応していただきたいということは、指

導していきたいと考えております。

　藤沢部長も申しましたが、やはり指定管理者の方に、職員に勤務条件や勤務

体制などについて町と業者と職員が入っていろいろ決めていると思います。中

には、このように決めたものが実際の勤務体系に合わなかったということも結

構あると思いますが、今後のために詳しく検証して、指定管理者といろいろ話

し合って決めながら、勤務のずれがあることもあると思います。詳しく調査し

て決めていった方が良いのではないかと私は思います。

　私も詳しいことが解らないのでお聞きしますけど、今、蓬莱荘の介護職員さ

んの入所者に対する定数というのは、現実的に何名なのか、何名不足している

のか。また、委託料を萌さんに支払いしていると聞きましたが、これ委託料は

人件費ももちろんあると思いますが、介護職員の定数の分の委託料は、委託料

で全部払っていますか。減っていても、定数分の委託料は払っていますか。減

っていて人がいないのに、その定数分の委託料を払っていることなると、おか

しいという気がします。

　人数については、介護士の方については充足しているところでございます。

ただ看護師さんが1人足りない状況ですので、今は減算して介護報酬をいただい

ているところなので、今は看護師さんを1人募集していますが、人数的にはそこ

が充足されてないという状況でございます。

　委託料の関係でございますが、令和2年の予算のときに、総額で約15億円の予

算を計上させていただいております。委託料の根拠としては、一つは、職員

数、在籍・転籍した職員数の現給の保障額と、ケアハウスのぞみの収支不足分

を合わせて、5年間で14億9,960万円ということで予算を取らせていただいたと

ころでございます。これについては、協定書の中で、精算という行為が無いも

のですから、14億9,960万円を５年間に渡ってお支払いするというところで、現

在支払いをしております。金額については、別に、管理運営に関する年度協定

書を結んでおりますので、その中で支払い時期などを決めているというところ

でございます。協定の中には精算ということがないので、総額で14億9,960万の
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自治会員Ｂ

・人口問題につい

　て

柴田総務部長

お支払いをするという契約になってございます。

　蓬莱荘の玄関前のアーチですが、ご存じだと思いますけどかなり下の方が錆

びています。そういう面の補修は町の方でやりますか。せっかくの施設なのに

みすぼらしいと思います。どのように考えていますか。

　施設整備につきましては、基本的には町で行うことにしております。今回も

蓬莱荘等に、夏場が暑いということでエアコンなどを付けたりして、中の施設

整備は町の方でやらせていただいております。申し訳ございません、アーチに

ついてはそんなに錆びている感覚が無かったので確認をさせていただいて、危

険であれば撤去するか、または違う形で、整備方法をするように考えさせてい

ただきたいと思います。

　人事のことでいろいろと問題が出てきましたけど、前の岩手県知事の達増さ

んが、委員長の人口問題研究はあることは知っていると思いますけれども、そ

の本を読んでみますと、黙って放っておいたら日本沈没なりと大げさなことが

書いてあります。それぞれ、新ひだか町、日高あるいは浦河町の将来、あと今

から20年、40年先の人口問題がどうなっていくかの数が書いてありました。そ

のほか問題なのは赤ちゃんを産めるか産めないか。産める人は大体40歳過ぎぐ

らいまで計算していますが、女性の数が非常に少ない。今年の日本全体で生ま

れた子どもの数が、今までの中で一番少ない人数になっております。これは新

ひだか町だけの問題ではなくて、隣の浦河、日高管内、道、国もみんな大変な

問題です。この間の国会でも、赤ちゃんが生まれたら40万円、50万円を給付す

ると記事も出ておりました。しかし、それは人口問題に対する対策の走りだと

思います。実は私も子どもを育てて、赤ちゃんが産まれた時だけ40万円、50万

円もらっても、そんな金ははした金で、将来高校や大学に行ったら１年間で吹

っ飛んでしまう金額です。それで、私は町にお願いしたいのは、施設と人数の

充足についても意見が出ていましたけれども、今から各町村も将来の人口減少

に対する対策というか、そういうものを町の中に担当するようなものを設けて

道や国へ働きかけていかないと、人口問題は解決しないと思っております。町

では、そういう人口減少に対する総合的な担当というところまでは行っていな

いでしょうか。その点をやっていれば内容を教えてほしい。将来に向かって、

日高管内、あるいは道、国と一体となって、そういう人口問題に取り組んでい

かなければならないという準備みたいな心の準備でも構いませんけど、できて

いるのでしょうか。余計な心配はするなというところかもしれませんけども、

自分なりに心配しております。

　かなり幅広いご指摘だったので、総務の立場から現状を申し上げますけれど

も、今おっしゃったとおり、人口減少は今急激に進んでおりまして、国の試算

で言いますと、2040年には、新ひだか町の人口は1万2,000人台に落ち込むだろ

うと予測されております。特に、いわゆる働き手の生産年齢人口は、今後も急
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自治会員Ａ

藤沢保健福祉部長

激に減り続けるわけでございまして、ここにどう対策をもっていくかが今後の

町の将来、大きく影響すると考えております。

　現在、人口問題の特命を受けて、専門に置いている部署というのは無いので

すが、総務部企画課で様々な人口ビジョンというものを作って、対策もいろい

ろと出ているのですが、端的に申しますと、お亡くなりになる方よりも産まれ

る方の多い状態や、町から出ていく方よりも入ってくる方が多い状態を作って

いかなければ、なかなか人口減は止められません。どんなに楽観的に考えたと

しても、今後人口減少が止まるなり、ましてや増えることはまずあり得ないと

考えてございます。ただ、そんな中でも、少しでもその速度を遅くする努力と

いうことで、外からの寄せる移住対策ですとか、子育てに対する支援を手厚く

しながら、子どもが少しでも多く生まれる状況を作り出して行こう、子どもの

少子化の問題については、1市町村だけでやれることはそんなに多くないと考え

ています。やっぱり国策と絡んだ中でやっていかなければ効果的なことにはな

っていかないのですが、そんな中でも今できることを少しずつ取り組んでいる

ところでございます。

　また、一方では、人口減少化においても、町としては皆様が生き生きと過ご

せるような環境を同時に作ってく努力もしなければなりません。先ほど触れま

した三石ハイヤーの問題についても、公共交通の問題というのは、このままで

行くと、乗客はどんどん減っていきます。そうすると、赤字になり採算がとれ

ない状態になるので、民間ベースでやってくれというのは難しい状況も生まれ

ますし、そこに、無尽蔵に赤字補てんを入れていけるのかというと難しい問題

がありますので、どのような仕組みを作っていなかければならないのか、今後

の大きな課題だと思っております。現状は、総体的には、総務部企画課という

ところで、いろいろお話しを伺いながら、個別の政策になると、いろいろなセ

クションにまたがってきますけれども、一筋縄ではいかず、何かをやればこれ

が大きく改善するというのは難しいと思いながら、いろいろと取り組んでいる

ところでございます。お答えになっているか分かりませんけども、ご理解願い

ます

　先ほどの関連ですけども、藤澤部長の方から指定管理の場合は精算概念が無

いと言っていますけれども、昨年の10月25日発行の議会だよりで、町職員だっ

た方が退職して指定管理者のところに就職する場合は、給料の差が違います。

役場の職員だったときの町職員だった時の給料と、指定管理を受けたときに給

料の差があった場合は、現給保障を５年間しますと町が言っています。その現

給を補償する職員が先ほど44名と言いますけども、とにかく現給保障する対象

者の職員が辞めている。辞めた場合に、その現給保障する金額は分かりません

けども、その金額は辞めたら退職者にそもそも払えないです。その現給補償す

る分は、精算概念が無いと言っていると言っても、その性格上は町に返しても

らわないとだめだと思う。これは誰が見ても、そう思います。返してもらわな

いで指定管理者に全部いっている。全然用途が違います。指定管理者はそれを

当てにしているわけではないです。給料ですから。現給保障の中の給料ですか
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自治会員Ａ

自治会員Ｆ

・旧三石温泉に

　ついて

米田地域振興部長

柴田総務部長

ら。その差の給料ですから、それは返してもらう必要がある。協定書に載って

いない、返還など精算のことは無いと言うけれど、全く別だと思います。我々

町民からすればそう思います。別な方法で管理運営費を増やしてあげて、減給

保証分は返してもらうというような形をしなかったらおかしいと思う。

　契約書上は、先ほど言いました約15億円のお金について、5年間でお支払いす

るということは契約上の基本協定の中にはあります。だから精算という言葉が

一つもないので、基本的にはこの金額をお支払いしなければならないと思って

おります。ただ、今回、議員の提言書の中にも、そこの部分については検討の

余地があるのではないかというお話しがありますので、そこについては、相手

方ともお話しをさせていただかなければならないと思っております。ただ、弁

護士さんにもいろいろお話しを聞いて対応していますが、基本的には、令和3

年、令和4年に、一旦契約した中身でございますので、その部分については難し

いと我々も思っているところでございますが、今後におきましては、議会から

精算という言葉ではなくて、今言われたということがありますので、萌さんと

協議をさせていただこうと思っております。その中で、もう一つ今言われたの

が、状況が変わったものについては、支払っても良いというお話しもありまし

た。確かに今回、電気料とか燃料費について我々が委託をするときと比べる

と、倍ぐらい経費がかかるような状況になっております。ただ、その部分につ

いてはお支払いする協定になっていませんので、我々としてはお支払い出来な

い状況であります。ですから、そういうところも含めまして、早急に今、萌さ

んとお話しをさせていただこうと考えておりますので、そういう意味では、協

定書を今度は変更するという可能性はあると思っておりますが、今ここで、そ

の精算がどうかと言われましても、相手と協議しなければならないと思ってお

りますので、協議の中で、どうしていくかというところを対応して参りたいと

思ってございます。

　この施設を安定的に継続的に運営してもらうためには、現給補償を充てるの

ではなくて、別に電気代を払って、現給保障は戻すと、汚い言い方かもしれな

いけれど、みそもくそも一緒にしないで、そういう分けてきちんとみんなに解

るように検討してください。よろしくお願いします。

　旧三石温泉の件ですが、その問題はあの後どうなりましたか。それと、かな

り老朽化しているのは間違いないです。解体するのもすごくお金がかかると思

うので、町はなかなか苦慮していると思う。屋根などもぐらぐらしているとこ

ろもあるので、強風が吹いて飛んで行ったら、国道走っている車にぶつかった

ら大災害になると個人的には思います。その2点、三石温泉は壊すことができる

のか、それと内部の件についてどうなっているのか聞きたいと思います。

　1点目のユーチューバーの人が撮影して入ったという件ですけれども、あれ自

体は町民の方から情報をいただきまして、すぐに警察に被害届を出しておりま
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す。そして警察から連絡がございまして、その本人が分かったということで、

もう被害届が出ているので、罪になっていくと思っております。そして、今

は、その人が挙げたユーチューブの動画は削除されている状況です。あともう

1人、同じように中に入って撮影している人がいますが、それについても、引き

続き、警察で投稿した人を探しているということの連絡を受けています。

　後段の施設自体、今後どうするのかという部分でございますが、町としまし

ても、基本的にあの状態のままで良いとは思っておりません。解体するなり、

新しい物を作るなり、何か現状を変えて行かなければならないという認識は持

っていますが、すぐにお金の話しをすると言われるかもしれませんが、財源の

ハードルがとても高いです。現在、防災関係の補助金や交付金を何とか使って

整備出来ないかですとか、内部でいろいろな面から検討を進めておりますが、

まだ皆様にこうしますということをお示しできる段階ではないのが現状でござ

います。ただ、北海道や国とも折衝しながら、何とか有効な財源を使ってあの

状態を改善していきたいと取り組んでいるということだけ報告させていただき

ます。

閉会挨拶 19:00～　大野町長　

　大変どうもありがとうございました。

　かなり幅広い話題を提示していただきました。皆さんの１番の感心は、病院

がどうなるのかということだと思いますが、先ほどから藤沢部長からもお話し

していますとおり、その点につきましては、また別途お時間をいただいてお話

しの機会を設けるということを考えてございます。

　あと三石温泉のお話しですけれども、これは私も何年も前からすごく心配し

ております。おっしゃる通り、強い風が来ると飛散して、国道を走っている車

ですとか、下には特養の老人ホームがございますので、そういうところにも被

害が出るようなことになると心配しています。先ほど総務部長がお話ししまし

たとおり、どんな方法があるのか、どんな財源を引っ張ってこられるというこ

とは、今も検討している最中でございます。うまく行けば良いのですが、ハー

ドルが高いところもありますが、そこを何とか模索しながら、壊してしまいた

いと考えているところでございます。引き続き皆さんにはいろいろなご意見を

賜った中で考えていきたいと思っております。

　先ほど人口減少のお話がありました。これはどこもそうだと思いますけれど

も、この日高の地域を見ても、うちの町だけ良ければ良いということでは僕は

そうは思っていません。そういう考え方は持っていなくて、やはり地域が連携

した中で、それぞれの町にある産業を守りながら、人口減少に歯止めをかける

ということは大事だと思います。仮にうちの町だけ人がいたとしても、お隣の

町の人がいなくなれば購買力も落ちますし、産業としての生産構造も変わって

くるということになります。増やすということは出来ないと思いますが、減ら

すスピードを落としていくということを続けていく必要があると思っていると

ころでございます。

まだ寒い日が続くと思いますけれども、お体にお気をつけいただいて、尚且
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つ、インフルエンザがはやってきているということで、先ほど教育長から私に

報告ありましたけども、学校では学級閉鎖も出始めているということもありま

すので、少し気をつけていただければと思います。

　今晩は本当にありがとうございました。またよろしくお願い申し上げます。

閉会 19:00 　終了
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令和５年まちづくり懇談会会議録

開催日時 令和5年2月14日（火）13:30 ～ 14:15

会　　場 本桐生活館

自治会名 本桐連合自治会

出席 者 【町側】

大野町長、田中副町長、久保田教育長、柴田総務部長、藤沢保健福祉部長、

水谷産業建設部長、米田地域振興部長、片山教育部長、渡辺町立病院事務

長、

佐伯地域振興課長、斉藤地域振興課主幹、森多地域振興課主幹　12人

【自治会側】

10人（男性10人、女性0人）のほか、町議会議員4人

≪顛末内容≫

主　　　な　　　内　　　容

開　　会 13:30～　

自治会長挨拶 13:31～

　皆様こんにちは。この度のまちづくり懇談会の開催に際しましては、各単位

自治会に回覧等を通じてご案内を申し上げましたところ、日中にもかかわらず

ご参集をいただきまして誠にありがとうございます。

　また、日頃、当町の行政を推進していただいている大野町長さんはじめ、担

当部門の各職員の皆様方には、ご足労いただき誠にありがとうございます。

　以前には、例年開催されておりました懇談会につきましても、コロナが始ま

りまして、そのあと思うように開催が出来ないという事態もございました。こ

の懇談会は、町政の我々町民の率直な要望と、町行政からの回答に対する意見

交換を通じて、この町において我々が住みやすい環境を構築するための大切な

機会でもあります。どうぞ忌憚のない意見交換を行うことが、地域の発展につ

ながるものであることを願う次第であります。なお、当初、今回の懇談会に予

定されていました、新ひだか町医療改革プランについての説明は、別の機会に

設けられることとなりましたので、ご了解をいただきたくお願い申し上げま

す。

　以上申し上げまして、本桐連合自治会からの挨拶にかえさせていただきたい

と思います。

どうぞよろしくお願いをいたします。

町長挨拶 13:32～　大野町長

　皆さん、お疲れさまでございます。大野でございます。

　朝方も雪が積もったようで、今年の正月は穏やかな冬だなと思いますけれど

も、最近になって帳尻を合わせるかのように雪が降っております。

　コロナの関係につきましても、国でいろいろな検討がなされておりまして、

皆さんもマスクをしていますけれども、マスクをどうするかということも３月

には詳しく出てくると思ってございます。
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　町の中におきましては、大分発生数が下火になったように思いますけれど

も、病院や介護施設関係でも、少し出ております。私も昨年11月にコロナにか

かりましたが、幸いなことに軽く済みました。引き続き皆さんも感染防止対策

をしていただきたいと思います。

　我々からは、2点につきまして、皆様方にご説明したいと思いますので、忌憚

のないご意見を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

職員紹介 13:34～　

資料説明 13:36～　渡辺町立病院事務長　

・令和5年度三石国保病院の診療体制の変更について

・マイナンバーカードを活用したコンビニエンスストア等での住民票等交付サ

ービス（コンビニ交付）の実施について

質疑

自治会員Ａ

米田地域振興部長

13:45～

　コンビニでの住民票の交付ですが、料金等は従来と変わらないのでしょう

か。金額の上乗せがあるのでしょうか。

　現在の条例では、印鑑登録と住民票等は360円となっていますが、コンビニ交

付が始まる時に、他の自治体では安くしているところもありますので、コンビ

ニ交付が始まる前の条例改正で検討してお知らせするということになります。

意見交換

自治会員Ｂ

・病院関係につ

　いて

藤沢保健福祉部長

13:46～

　今伺っている中で、病院の関係では、先生が変わりますという説明は受け

ました。しかし、今後の三石国保病院の病院改革プランに対する説明はいつど

ういう形でしようと思っているのですか。

病院改革プランの関係につきましては、現状の内容に変更がないことからま

だ皆様にお知らせする内容が無いということで、今回は計画についてのご説明

をさせていただかないということにしております。今回、皆様に町民からのご

意見を公表したかと言いますと、以前に地域へ説明に伺った時に、資料を当日

配付されて、ここに来て読んでも全く分からないし、どう考えて良いか分から

ないというご意見もありましたことから、皆さんからいただいたご意見につい

て、広報等でお示しさせていただいたところでございます。現在、議会でも議

論をされておりますし、最終的に病院改革プランができれば、皆様とお約束を

しておりますので、改めまして内容等についてのご説明をさせていただきたい

と考えております。時期としましては、6月から7月の間には皆様に計画の内容

等についてご説明できるように対応して参りたいと考えてございます。また、

今回病院改革プランの内容をお聞きしなかった理由としては、おそらく病院改

革プランの話しをしてしまうとまちづくり懇談会がそれ一色になってしまっ

て、他に大切な皆様からのご要望が話せなくなる状況になるというところもご

ざいましたので、病院改革プランについては、別途ご説明をさせていただきた

いということで、各連合自治会長さんにお願いをさせていただいたということ

でありますので、ご理解をいただきたいと思います。
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自治会員Ｂ

自治会員Ｂ

・ごみ問題につ

　いて

米田地域振興部長

三石地区の老人クラブの中での会話の中で一番多いのが病院。医療体制がど

うなるということで、資料には病院の赤字だとかいろいろなことが書いてあり

ますけれども、特に在宅診療について改革の案として一番大きく掲げてござい

ます。その関係の詳細について聞きたいというのが主で、老人クラブの会合の

中で一番心配されているということです。これから我々高齢者が運転免許証を

返上するという年齢の人がかなり増えて来ていますし、実際その後どうしたら

良いのかということは、みんなが話していることです。私自身も、免許を返上

したら、ここにいるかどうかということは真剣に考えています。病院体制の整

ったところに転居という考え方も持っています。今細かいことをお話ししたく

ないということですから、特別突っ込むことも出来ませんけれども、今まで町

の議会を見ても、議員協議会という中で、いろいろ話しをされていますけれど

も、私が見ていても話が打ち切られる、議員の皆さん方が本当にみんな発言し

て、思い思いのことを話していると見えません。途中で話しが打ち切られてい

るように感じる。高齢者が多い我が町の中で、一番関心があるのは医療問題で

す。自治会のいろいろな問題については、それぞれ自治会長さんや、単位自治

会長さんが努力されて、町の方とお話しされているので、みんなはそれについ

ては特に問題はないと思っている。

先日の新聞報道を見た時に、徳洲会病院が新設すると報道が出ています。そ

ういうことを考えた中で、今度報告会する時は、病院の会計体制が本当に大丈

夫なのか。静内病院も、道立病院の会計がもたないから、あるお土産をつけて

静内町に渡したのが実情です。そうしたときに、徳洲会病院の民間病院が大き

な病院改革施設を作るということになると、本当に今言っている町の体制がで

きるのか。

三石の診療所の関係については、三浦先生が退職されるということは残念で

すが、やむを得ないことだと思います。そして、後任の先生が決まっていると

いうことで一つ安心していますが、一番の問題は、高齢による免許返上で動け

なくなってくるのが大半ということです。そのことを十二分に考慮した中で6

月・7月の報告会を行っていただきたいということを申し上げておきたいと思い

ます。希望しておきます。

長年の問題であります本桐第１のごみの問題です。私しばらく進展を聞いて

いなかったので説明していただきたいと思います。

南歌笛橋の付近のごみのことですが、この問題はもう10年ぐらいなると思い

ますが、知事からの命令書が2回ほど出ています。それでも、本人の改善の動き

はありません。一昨年の11月に警察の捜査が入りました。道警と振興局と町と

三者で、中のごみを調べまして、道警がそのデータを持ち帰り、そこに持って

きた業者も調べたようです。ただ、そこから深いところは町には報告は来てい

ませんが、その後も、振興局が産業廃棄物だということで、毎月こちらに来て

本人と話しをしたり、本人に振興局に出向くようにということで指導したりと
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自治会員Ｂ

米田地域振興部長

自治会員Ｃ

米田地域振興部長

自治会員Ｂ

米田地域振興部長

自治会員Ｃ

自治会員Ａ

いうことはしているようですが、見た目では進展が見られていない状況ですけ

れども、毎月本人へ指導をしているということは、町にも報告が来ている状況

でございます。

本人とは、あの人の土地を借りてやっていた業者ですか。それとも土地の所

有者ですか。どっちですか。

土地の所有者です。警察が持ち込んだ業者に対して指導したかどうかは報告

を受けていないのでわかりません。しかし、土地の所有者に対しての振興局か

らの指導につては、毎月報告を受けています。

この土地の所有者のところに産業廃棄物みたいなものを持ち込んでいます。

山になっている道路の反対側、自分の家の方にまた持ち込んでいます。今まで

の堆積物もそうですが我々はあれが無くなることを願っているわけですから、

その点はどうですか。

警察の方が今捜査していることで聞いていますし、今ごみが増えているとい

うことも振興局でも町でも分かっていますし、警察と情報は共有してございま

す。

調査していると言いますけれども、実際に片づけることができるのですか。

本人はそんな財力もないでしょう。人の話しをまともに聞く人ではない。それ

だけにどうするのか。警察に頼んでいるとか、道に頼んでいるとかいろいろな

ことを言っているけれども、地元の関連ある町としてどう動こうとしているの

かということをお聞きしたいです。

町で願っているのは、持ち込んだ業者さんに持ち込んだごみを持っていって

欲しいということを願っています。それを今警察が動いているという状況でご

ざいます。

なるべく良い進展があるように希望しております。このごみ問題は溜まって

しまってから対応するのでは遅い。群馬県の桐生市でも大変な量のゴミが民事

だということで市は手を付けられない。全国どこにでもあります。結局は、公

のお金を引っ張り出してきて処分する。もう本当に役所の皆さんが本当に苦労

されていることは分かるのですけども、それだったらもっと厳しいというか迅

速に対応できるような条例を作って対応していただけないかと思います。これ

は国会にお願いするべきものかもしれないですけれど。もう幾つも事例見てい

ますから。お役所の人は、自分たちのやれる範囲内で、3回、4回、5回、6回、

30回対応していますと言っても、進展がない折衝の仕方ではどうにもならな

い。それはやっぱり法律などを使うしかないと思います。だから希望として、

こういう問題には新ひだか町は、目ざとく見つけたら対応していくということ
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米田地域振興部長

自治会員Ｃ

自治会員Ａ

・大雨等による

　冠水について

を希望いたします。

私もインターネットで調べてみたところ、意外なことが出てきました。悪質

な業者さんと言いますけれども、そういう業者さんも横のつながりが若干ある

らしくて、行政は何も出来ない、手出しが出来ない、強制執行も出来ない、だ

からそういうことを続けていても、手入れをくらうということにはなかなか至

らない。なったらなったで、逮捕状をスルーする措置がある。そうなってくる

と手荒なことはしてこないだろうと見られてしまう。やっぱり町は地方自治体

として何らかの解決に結びつけられるような、あるいはそういう業者がそれを

撤去せざるを得ないような条例など、国の法律などと関連もあるでしょうけれ

ども、やはりそこに踏み込んでいただかないとこういう問題は全国に次々と飛

び火をして、そういう強硬な措置が取られないのだということで、野放しにな

ってしまう。そういうことを許してしまうということになるのではないかなと

思っていますので、やはり、これは町議会とも十分に議論を詰めた上で、でき

るところまで思い切って踏み込んでいくという措置を取っていただきたいと要

望いたします。

町としても皆さんと本当に同じ気持ちです。あの状況を見たら、本当に情け

ないという思いで一杯です。何とかごみを減らして、綺麗にしていきたいと思

っていますけれども、警察が入った時点で何らかの罰則があるだろうと思って

いたのですけども、今調査しているだけでその他の話しは何も聞いてない。今

のところ罪にはなっていないということです。ただ、これから警察がどのよう

な形で進んでいくのかまだ分かりませんが、そこもきちんと見ていきながら、

振興局とも話合いながら進めていきたいと思っています。本当に皆さんと同じ

考えで町はいるということをご理解ください。

最後に一言、群馬県の桐生市の問題です。それも外国人が、桐生市の一部の

土地を買って、そこに塀を建てて、そして他県からごみをどんどん入れてい

る。どうなるか私も分からないですが、そういう現状です。何とかよろしくお

願いします。

要望事項で上げてありますが、私の住んでいる上本桐で長年の懸案となって

いるのですが、シュムロ川というのが２本ありまして、大排水の方ですけれど

も、大雨の時に竹内牧場の入り口の過ぎた辺りから、長手さんの別家のとこ

ろ、富沢へ向かう分岐するところの近くまで大雨のときに道路が冠水するとい

うことが過去に何度もありました。

平成30年３月に大雨があった時に、その時もすごい量の水が乗りまして、氷

も乗ったから、そのときは私もユンボを借りて、氷をよける手伝いをしたこと

があります。その後は、冠水するようなことは無かったのですが、やはり道路

が冠水等で通れない。その先がどうなっているか分からないのでは車は通れな

い。先に申し上げたとおり、平成30年の時には、30センチぐらいも水が乗って
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水谷産業建設部長

自治会員Ａ

水谷産業建設部長

自治会員Ｂ

車は通れない状態でしたが、幸いに水が落ちていく反対側は採草地で、大きな

被害には至らなかったと思いますけれども、もしアスファルトが欠け始めたり

したら大変なことになってしまう。過去には、嵩上げなどもお願いしたわけで

すけれども、予算の関係もあるでしょうし、嵩上げは無理だという回答をいた

だいています。今度大雨があったときに調査をして対策を施しますということ

だったのですけれども、私は去年の要望のときに素人ですけれどもペーパーに

このような対策はどうかということも併せてあげてあります。予算の関係もあ

るでしょうから、できるだけ少ない費用で早急にその措置ができるような、水

が乗らないような措置を施していただきたいと願っています。これは長年のお

願いとして申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。

平成30年3月の冠水被害は、私どもも承知しております。現場の写真を見せて

いただきました。融雪時期と重なって、氷が排水管等を塞き止めて冠水したと

いう状況でした。その対策の一つとして、道路と隣接している河川の埋塞の除

去の予算をつけて、年次計画を立てて進めているところです。河川土砂を除去

し、河川の流下能力を上げて冠水対策の重要な対策の一つとなるというところ

でも進めております。なかなか町道の嵩上げというのは、かなり費用もかかる

ので難しいところがありますが、冠水の対策となる土砂除去を進めております

ので、ご理解いただきたいというところと、他にもいろいろとその対策などに

ついて検討したいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

私が見るところ、もうその部分は100メートルぐらいですけれども、道路が下

がっていまして、川の土砂を少し除去したところで解決には結びつかないと思

っています。道路が下がっているものですから、水かさが上がってくれば反対

側の牧草地は勿論、それを上回って道路に上がってくるということです。私の

素人アイデアとして提出したのは、ガードレールのようなものを作っていただ

いて、鉄板かあるいは樹脂などで塞ぐようにするとその前後はどうするという

ことも出てくるかもしれませんけれども、ある程度水の量が多く流れる事態は

避けられるだろうと考えたわけです。できるだけ費用がかからないような形

で、安心できるような措置を取っていただきたいと思います。本州での水害を

見ますと、思いがけないことが起きてしまっている。もう僅か1日のうちに2か

月3か月分の雨が降ってしまうという事態も起きています。従来には考えられな

かった集中豪雨が起きているわけですから、何が起こるか分からないと私たち

は恐怖を感じるわけです。その点もご考慮いただきまして、対策のほどよろし

くお願いしたいと思います。

今のご意見を参考にしながら、いろいろと調査研究を進めて、何か対策を考

えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

私はその流域にいますが、私のところには水が乗らないです。何故かという

と、全部上の100メーターから150メートルの間でシュムロ川に流れてしまう。
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乗るのは大排水です。大排水が氾濫してシュムロ川に行きます。それが流れて

いって、円昌寺や本桐牧場も含めて、そちらに被害が出ているという状況で

す。何年前かに、道路から川側に、神社のところ辺りから本桐生活館の方まで

水が道路から全部つかりました。そういうこともありますから、本当に大変な

ことだと思いますけれども、どこかを止めればどこかに被害が行くということ

です。

古い話しですが、私が20代の頃だと思いますが、大雨で本桐墓地の向こう側

の歌笛から流れてくる土手を水が乗り越えて全部流れたことがあります。それ

からはそんな大雨は降っていませんが、今の内地の状況を見る時に、どこで何

が起きるかわからないので、そのためには避難する場所がどうだということだ

けは、はっきりと示しておいてもらいたい。例えば三石スポーツセンターが避

難場所ですと言われても行けないです。円昌寺の下は車も通れる状況では無い

のでスポーツセンターまで行けないです。だから雨に当たりながら山の上に行

くしかないです。だから、そういったことを含めて避難対策もきっちり考えて

おいていただきたいということでお願いしときます。

閉会挨拶 14:15～　大野町長　

　ごみについては、歌笛地区の懇談会でも話しが出ました。詳しい状況は警察

から入ってきている状況ではありませんが、内々に確認して、皆さんに教える

ことは出来ないかもしれませんけれども、動いてみたいと思っています。

　河川の関係ですが、川も沢山ありまして、結構予算を増額して埋設や除去を

進めてきておりますけれども、なかなか抜本的なところまでにはまだ時間がか

かります。今にように具体的な箇所を言っていただければ、どのような方法が

あるかは前向きに検討していきたいと思いますので、また現場も見させていた

だいた中で考えていきたいと思いますのでご理解をいただきたいと思います。

　本日は本当にありがとうございました。またこういう機会をよろしくお願い

申し上げます。

閉会 14:15 　終了
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令和５年まちづくり懇談会会議録

開催日時 令和5年2月27日（月）16:00 ～ 17：06

会　　場 新ひだか町役場静内庁舎3階第1.2会議室

自治会名 未開催自治会

出席 者 【町側】

大野町長、田中副町長、久保田教育長、柴田総務部長、藤沢保健福祉部長、

水谷産業建設部長、片山教育部長、米田地域振興部長、渡辺町立病院事務

長、

樋爪企画課長、村岡企画課主幹、田中企画課主査、山下企画課主査　13人

【自治会側】

24人（男性23人、女性1人）

≪顛末内容≫

主　　　な　　　内　　　容

開　　会 16:00～　樋爪企画課長　

町長挨拶 16:01～　大野町長　

　皆さん、お疲れさまでございます。

　外は春らしい感じがしますが寒さが残っています。最近は雪が多く降ってお

りまして、町の予算の除雪費も足りなくなってきています。これ以上降らない

で早く春が来てほしいと思っています。

　一方でコロナの状況ですが、私の方には定期的にどれくらいの方が発生して

いるのか連絡が入ってきています。日高振興局が押さえている数の状況が入っ

てきますが、最近は2人、3人という数値で推移しています。ただし、コロナに

かかっている場所ですが、最近は病院などで発生しておりまして、閉鎖された

空間ではまだまだ感染している状況です。5月8日になりましたら取扱いが変わ

りますが、ご自身の健康のためにはしばらくの間は用心した方が良いではない

かと思います。

　今日は未開催地区の皆さんにお集りいただいておりますけれども、私どもの

方からは1点だけの情報提供になりますがよろしくお願いいたします。

　この際、何かご意見がございましたら最後にお伺いしたいと思いますのでよ

ろしくお願い申し上げます。

職員紹介 16:02～　樋爪企画課長　

資料説明 16:05～　渡辺町立病院事務長

・令和5年度三石国保病院の診療体制に変更について

質　　疑 16:08～　なし
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意見交換

自治会員Ａ

・警察の個人情

　報の開示につ

　いて

藤沢保健福祉部長

自治会員Ａ

16:08～

　私どもの自治会では単独世帯が増えてきている。2年間で単独世帯の方で亡く

なったのが3件あり、その中で警察が入った際に、私の方で警察にお聞きした

ら、警察では個人情報だから教えられませんと返答があった。町としてどこの

セクションで対応するか分からないが、これまで自治会費を納めてもらって亡

くなった最後のお別れをすることに対して、個人情報だから教えられませんと

言うのであれば、自治会長をやっていて行政とのつながりがそこで切れると思

う。セクションはどこなのか教えていただきたい。

　おっしゃられたとおり、老人の単独世帯でお亡くなりになられている方は私

どもにもお知らせいただいております。特に自治会長さんをはじめ、大家さん

から新聞が何日も入ったままになっているなどと連絡をいただいておりまし

て、その都度福祉課で様子を見に行くことにしています。一報は福祉課に連絡

をいただければ我々で対応させていただきます。公営住宅については、福祉課

か建設課に連絡をいただければ我々の方で動きまして、警察と連絡を密にして

対応させていただきますので、近隣の単独の方々で様子が変だと思いましたら

役場ならどこでも良いと思います。基本的には福祉課が担当ですが、役場に一

報をいただければ対応いたしますし、それ以外にも保健福祉センターのも包括

支援グループがありますので、そちらでも相談を行っておりますので連絡をい

ただければと思います。

　役場であればどこでも対応させていただきますので、これからもご協力をお

願いいたします。

　分かりました。去年から3件出まして、警察から近所の方が根掘り葉掘り事情

を聞かれて、最後に私が自治会長として確認するため警察に電話をしたら、個

人情報ですから教えられませんと言われたら、どう対応したらよいかとなる。

役場からも強く警察に言っていただけないでしょうか。私たちの持っているデ

ータの方が皆さんよりも1件1件の個人情報を持っている。自治会としてはそう

いうものに使いませんが、いろいろな形で皆さんとのやり取りができるように

している。できなくなるということは、私たちが自治会を分かっていても何も

意味がないものになる。警察に言っていただきたいのは、個人情報だから扱え

ませんというのは一般の人に言うことであって、自治会長が家庭の事情も知っ

ているから一報を入れているのに、個人情報だから教えられませんと。挙句の

果てに、いつ葬儀が終わったかの連絡もない。いまだに１本も電話がない。途

中で連絡をしているのに警察の方は何て言ったと思いますか。「葬儀はそちら

でやってくれるのですか」と。私もふざけるなと言いたいくらいです。今まで

皆さんに協力してもらって自治会の運営などにも携わってもらい、亡くなって

最後の務めをするのに、そういうことまで気を配ってもらいたい。私たちを守

ってくれる警察官が言う言葉ではない。それで町ではどこかと聞いた。町から

は対応しますのでどこでもいいから言ってくださいと返答をもらった。一般的

に守ってくれる警察官が個人情報ですから教えられませんなんてとんでもない
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大野町長

自治会員Ｂ

・自治会組織に

　ついて

樋爪企画課長

話だ。町からも強く言って、今後こういうことがないように、自治会長からこ

ういうことがあったと言えばわかると思う。

　もう１軒の方は、単独世帯で一緒に住んでない娘さんがたまたまその日に行

けなかったため、母親に電話しても出ないし、どこか行っているのかと思って

家にきたら椅子に座って亡くなっていた。そういう悲しいこともある。押せば

連絡できる機械もあるはずです。そういうことを町で考えてほしいし、町でも

お金がかかることは分かります。今は世帯が60軒くらいあるが、半分くらいが

単独世帯です。家族が地域に顔を出してくれれば良いが、そうではないために

私たちは常に声掛け運動をしようと言っています。朝会ったら挨拶や元気だっ

たかいと声掛けして、みんなが安心して暮らせる町になると私は思う。それが

無くなってくるとどこ行っても何もできなくなるし、協力もできなくなる。町

長からも強く警察に言ってください。よろしくお願いします。

　皆さんが一生懸命声掛けしたり、特に独居の方のところは注意しながら生活

しておられると思いますので、どのような状況で警察が個人情報のことを言っ

たのかは別として、自治会活動の中でこのようなことをやりながら長年支え合

ってきていることがこの町を支えているということは、警察署長にも会うこと

もありますので、改めてそのようなことには気を配ってくださいとお話しをし

ていきたいと思います。個別の事象としてどうだったのかということは分かり

ませんが、一般論としてお話ししていきたいと思っておりますのでご理解くだ

さい。

　自治会の活動している状況を聞いたが、去年の自治会長会議でも出ていた

が、うちの自治会では役員の成り手がいない。自治会活動をやっても参加する

方がいない。前回の総会では、3つの部を2つにする、あるいは何とかお願いし

て自治会活動は何とか運営している。最近になって役員をやってくれた数人の

方が辞めさせてほしいと言われた。前回の総会にも出たが、自治会を解散しよ

うかと話しが出ました。部を再編してやってきたが、そういう話しが出てしま

うと解散ということの話しになる。役員が辞めることは会長にも上がってきて

いますが、後日役場の担当に相談に参りたいと思うが、自治会が活動しないと

なった場合は、自治会費や広報の配布、ごみ箱の管理などいろいろなことが自

治会を通じてくるものがある。それはどのようになるか。うちの自治会ばかり

でなくて、他の自治会でもあると聞いているが、今後自治会活動に対してどの

ように対応するのか聞きたい。

　自治会は、地域で暮らす方々が支え合いながら住みよいまちづくりのための

活動を自主的に行う任意の住民組織であり、解散することについては町が直接

関与するものではないのですけれども、しかしながら自治会は行政と住民の

方々とのパイプ役ということなどから、大変重要な役割を担っていただいてい

ると認識しています。町としても今後も引き続き存続していただきたいと考え

ております。
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自治会員Ｃ

樋爪企画課長

自治会運営においては、自治会長さんをはじめ、皆さんが大変ご苦労されてい

ることは十分に理解しておりますが、いくつかの自治会長さんからも役員の成

り手がない、役員が高齢化している、会議や行事への参加も少ない、広報の配

布についても非常に手間になっている話しをいただき、どうしたら良いかとい

う相談が何度か来ていただいている状態です。この状況は全国的に見ても、人

口減少や自治会への未加入世帯が多いこと、役員の成り手がいないことなど、

大きく問題となっています。更にコロナもあって、地域の交流のあり方も非常

に変わってきているということで、町においてもこの状況をそのままにしてお

くことはいけないだろうと認識してはおりますが、現在のところ、これらに対

する打開策は見出せていないという状況であります。ただ、町としましては引

き続き自治会が存続できる仕組みづくりを検討していきたいと考えており、い

ろいろなアイデアをいただきながら存続できるような形、もしくは新しい形を

見出していきたいと考えています。

　例えば、解散した場合ですが、町広報の配布につきましては、役場や町有施

設に設置しているほか、一部の銀行や郵便局、スーパー、コンビニなどに設置

しておりますので、個々で取得していただくことになります。そのほか、ホー

ムページに掲載しておりますので、そちらをご覧いただく形になります。

　ゴミステーションの管理については、町で設置の補助をしていますが、自治

会やアパートなどから申し込みをいただいて助成していますが、個人の方から

の申請は受け付けていない状況です。

　環境整備については、ごみ拾いや草刈りなどを実施していただいていると思

いますが、そこを町で実施する考えは今のところないというところです。

　また、安心安全の関係ですと、災害などの有事の際には役場ですぐに動けな

いというところもございますので、住民同士の共助が必要であり、地域の方で

声を掛け合っていただくということが大変必要だと考えております。

　いずれにしましても、町としましては引き続き検討していきたいと考えてお

ります。

　お話ししていただいた方は自治会を運営するのに悩まれている。それを実感

していただきたい。冒頭で町は直接関係ありませんというようなニュアンスに

聞こえるようなお話しでした。皆さん悩んでいます。何とか町の一つの核とし

て自治会を運営していきたい、お手伝いもしたいという思いをたくさん持って

いらっしゃる。悩んでいる自治会長がここにきているのですからそれを受け止

めていただいて、それをどうやって解決するか皆さん自治会によって全然違う

と思う。それを理解していただいたうえで協力していただくということをして

いかなかったら、自治会は本当に崩壊しますよ。自治会が崩壊したらまちづく

りができないのではないですか。

　おっしゃるとおりだと思っております。役員の成り手がいない、役員以外メ

ンバーが集まらない、役員会すらも開催が危ぶまれているという声も聞いてお

ります。私どももそれらの声を直接自治会さんからアンケートなどして聞いた
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自治会員Ｄ

・ごみステーシ

　ョンについて

樋爪企画課長

自治会員Ｄ

樋爪企画課長

自治会員Ｄ

柴田総務部長

自治会員Ｄ

藤沢保健福祉部長

ことはありませんが、今後そういった切実な声、それぞれ自治会さんが取り組

まれている活動もとどまってきていると思いますので、調査をさせていただき

ながら検討していきたいと考えております。

　冒頭で突き放すような言い方というところで、そのような印象を与えてしま

ったということについては大変申し訳なく思いますが、私どもも重要な役割を

担っていただいているということを十分認識しているところでありますので、

引き続きよろしくお願いいたします。

　オーダーを少し下げさせてください。高いところの議論になっていて、理想

的な話しか出てこないので、オーダーを少し下げて聞きますけれども、町内全

体で何世帯あるか正確にわかりませんが、全員が自治会に入っているわけでは

ないですよね。入っていない世帯には広報は渡ります。では、ごみ収集のこと

は曖昧だったので、入っていない世帯は町としてごみ収集はしないのですか。

個人への助成はしないという話しはしていましたが、自治会に入っていない世

帯はごみを出すときはどうやって出すのですか。オーダーの低い話しからして

いってくれないと100％自治会に入っているわけではないですから。そこのとこ

ろを積み上げていってやらないとどうにもならない。

　ごみの件は、新たな設置という部分で助成をしているというところですの

で、既に設置されているところは収集に回っていると思います。

　それはわかりましたが、入っていない人はどこにごみを出せばいいのです

か。

　基本的にはご自身でうまっくりんに持って行ってもらうことになります。

　入ってない人は収集してくれないということですね。

　ごみ収集を町から委託を受けている業者については、自治会に入っている方

のごみか、入っていない方のごみか分からないので、定例的に回っているとこ

ろに集められたごみは今後も回収します。そこに自治会さんが自治会に入って

いない方のごみを置かせているのか、置かせていないのか把握はできていませ

んし、管理は難しいので、たぶん置いているのかなと思います。自治会に入っ

ているか入っていないかに関わらず、平時に回っている収集場所に集まってい

れば持っていくのが現状です。

　自治会に入っていない人には、町の助成と会費でごみステーションを設置し

ています。だから入っていない人は入れないでくださいと言ったときに、その

人はごみ処理場まで持っていくのですか。具体的に教えてください。そこが明
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自治会員Ｄ

柴田総務部長

自治会員Ａ

確にされていないので。

　基本的には、皆さんにはごみステーションにごみを捨てていただいていると

思います。ごみ収集の委託業者にはゴミステーション、ごみステーションがな

いところはネットを使って場所をきちんと指定していただいて捨てていただい

ております。新たに入ってきた方で自治会のごみ箱には入れられない、近くに

ないのでごみを捨てる場所がないということであれば、役場に連絡をいただけ

れば、収集場所を指定させていただいて、町から業者に連絡して収集をさせて

いただく仕組みになると思います。ただし、ごみの収集場所をたくさん作る

と、経費のこともそうですが、収集する時間帯が相当かかりますので、できる

限り場所は指定させていただきたいと思います。ごみを捨てるときには、町の

指定ごみ袋を使っていただき、お金をいただいておりますので、基本的にはわ

ざわざごみ処理場に持っていくのではなくて収集はさせていただきたいと思っ

ております。

　私がオーダーを下げて細かい話しをしたのは、自治会そのもののあり方や自

治会に対する町の理想的な話しではなく現実的な話しです。障がい者の避難な

どの研修に出ると必ず自治会の協力と入っている。いろいろな意味で自治会は

重なってきていると思うが、高齢者の避難を自治会みんなで協力という話しを

しても、自治会が高齢化していたら自分で逃げるのがやっとです。そういう実

態も十分分かって話しをしていると思いますが、形式上そのようにしなければ

ならないということも分かります。しかし、現実にはそういう状況になってき

ているということも踏まえた中で、町としての自治会に対する基本的な考え方

というのをきちんと聞きたい。

　現在それに対しては具体的に我が町にだけ特別な事象が発生していて、それ

を解決すればこうなりますというものがあればやりやすいのかもしれません

が、正直解決策がないというのが現状です。それはいろいろな要素が絡み合っ

ていると思います。地域の方の人の繋がりを求めていない人たちがいる中で、

自治会に対してメリット、デメリットだけでこのことを判断されると、先ほど

のごみの問題もそうですが、自治会に入るメリットは何なのかという問題にな

ります。中には地域の繋がりがほしいが、若い人が来るとすぐに役員を押し付

けられるとか、そういう点もあるでしょうし、様々な要素が絡み合っているの

で、一概にこうして解決できますとは申し上げられませんが、企画課長が何度

も申し上げているように行政運営にとって、まちづくりにとって自治会の皆様

という存在が非常に重要な要素だということは確かでございます。それを我々

がどのように解決に向けて関われるのかということは安易には答えられません

が、今後もいろいろ勉強をしていきたいと思いますし、検討もしていきたいと

思います。私の父親も自治会長をやりながら生活館の管理人もやっておりまし

て、誰も変わってくれない状況が何年も続いております。おっしゃっているこ

とは私も重々分かっておりますので、何か良いムードづくりや気運づくりも考
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柴田総務部長

えながら、若い方々が関わってくるような仕組みを作っていかないと難しいと

思いますので、そこは勉強させていただきたいと思います。積極的に関わって

いきたいと思いますので、アイデアもいただければと思います。

　1点目に、私が会長を受けたときには80戸以上の世帯があった。それが今は

60世帯ほどに減ってきている。町でどれだけ把握して自治会から意見が上がっ

てきたら、そこの地域を合併させるか、それも町の指導ではないかと思う。御

幸町は第1から第6まであるが、その区域も昔の道路の区切りで切ればいいのに

2丁目と3丁目の家の間で切ったりしている。良い機会だから町で見直して、5年

ほどの計画を作って地域の割当てを一定の世帯数の範囲で再編するなどして、

極端に減ってきたら合併するなどして、高齢化してくるとだんだん自治会活動

ができなくなる。

　2点目はごみの件ですが、そういうことなら自治会に入らないで、ごみステー

ションに出さないで持って行ってもらったらごみステーションの掃除をしなく

て良いという考えになってしまう。行政側はそういうことは見ていないと思

う。ごみステーションは、自治会の何人かの当番制できちんと掃除してくれて

いる。自治会に入らないで行政に連絡してごみの指定場所が増えるとどうなる

か。そういう考えでなく、これからまちづくりを何とかしていくのであれば、

もう少し力を入れてほしい。うちの自治会にも大きなアパートが何軒もある。

そうした人たちのところにも私がチラシを作って回った。中には自治会に入り

たいという人も何人かいる。私の考えとしては、アパートを建てたら行政が家

賃として団体扱いとして安い会費で自治会費をもらう。その代わりにごみはス

テーションに置いてくださいというように行政の方からも歩み寄っても良いと

思う。そういう時代がきていると思う。そういう現場を見ているのか。ごみス

テーションの掃除などをきちんと見て、行政の方で指導していただきたい。そ

うしないとマンションは建っても自治会に一切入りません。ごみは出しますと

なる。それは衛生面にも良くない。そういう問題をどこで指導するかというこ

とになる。行政が歩み寄って協力してもらえないだろうかということもやって

も良いと思う。私たちも自治会に入ってくださいとチラシまで作って一軒一軒

回っています。

　役員も高齢化になってくると役員をやる人が実際にいない。前から町長に言

っていますが、役場退職者が積極的に地域の貢献のためにやってくださいと言

っても、退職してやってくれるかと思ったらやってくれない人もいる。

　アパートなどがあるところは建てたときから行政が指導に入っても良いと思

う。家賃の一部として払うことも考えるべきだと思う。少しでも入れば、自治

会でも役員手当も出せる。あるところで聞いたが、役員手当を出しているとこ

ろもある。私たちはボランティアとして一切もらっていないが。結構な金額を

出しているところもある。そういうこともなかったら今の人たちはやらないで

す。そういうところも行政で勉強してもらいたいのでよろしくお願いします。

　お気持ちとしてはとてもよく分かります。私も自治会の総務部長をやってい
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自治会員Ｂ

・役場組織につ

　いて

柴田総務部長

自治会会員Ｂ

柴田総務部長

自治会員Ｆ

・災害時の避難

　所について

柴田総務部長

ますし、こちらにいる職員もほとんどが自治会役員をやっていると思うので、

自治会のことは重々承知しています。

　しかし、自治会に対して我々も強制力を持ったことが言えるのかということ

については難しい面もあって、自治会に入らないとお金を取るということの関

係性づくりはいかがなものかと思いますので、今のご意見も含めて自治会活動

が継続していけるようなものをどう作っていったら良いか勉強しなければなら

ないと思いますし、皆さんからもこういう取り組みをしたいですとか、そうい

うお話しがあれば、いつでも企画課でお話しを伺いますので、是非お声掛けを

いただきたいと思います。ご意見として承っておきたいと思います。

　現在自治会について話しが出ているが、町は企画課が担当しているというこ

とだが、このように自治会から話しが出た場合、自治会をどうしていくかとい

う組織は現実にはないのか。こういう意見がたくさんあるということについ

て、役場ではこれから現実には大変な自治会がたくさん出てくるということに

なれば、これから委員会のような組織を立ち上げる気持ちはないのか。

　おっしゃられた委員会のようなかしこまったものを作る考えはもっていない

です。現実に企画課で自治会の解散など様々な相談を受けながら、必要であれ

ば役場の音頭で話し合う場を作ったり、話しが先に進むサポートなどもしてい

ます。最近は残念ながら解散する話ししかきておらず寂しい状況ですが、先ほ

ど意見のあった自治会同士の合併などもあります。一番良いと思うのは、隣の

自治会長さん同士が一緒になるという話しで合意すれば何も問題ありません

が、難しいので役場で音頭を取ってほしいということであれば、我々も動きま

すのでお声掛けいただきたいと思います。いつでも自治会運営でお困りのこと

があれば企画課にご相談いただきたい。我々もどこまでできるか限界はありま

すが、いつでも相談にいらしていただきたいと思います。

　現実に役員の成り手がない、役員を辞めると言われたときに、今でも目一杯

で重要なポストの方が辞められたときに自治会は存続しなくなってしまう。そ

れが現実です。

　残念ながら解散してしまった自治会は存在していますが、ごみや広報の問題

があって、自治会は無くすけれども、そこだけは当番制で続けている地区もあ

ります。関わる方々のお気持ちもありますから結果は一様ではないですが、今

後のことも踏まえて皆さんが納得する結論に落ち着くところの中間で行政が話

し合いに関わることはできますので、解散はしてほしくないですが、自治会長

が一人で抱えて抱えきれない状況であればお話しを伺いたいと思いますので、

いつでもいらしていただきたいと思います。

　昨年の大雨災害の避難所の件で、避難所が静内三中と山手体育館に設置され

避難するよう町から避難指示が出た。ハンドブックでは、大雨の場合は地区毎
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自治会員Ｆ

柴田総務部長

自治会員Ｆ

柴田総務部長

の避難場所で、避難指示が出れば避難所になるが、前回は氾濫の恐れがあると

いうことで、指示が静内三中と山手の広い中で特定されたため遠くて大変だっ

た。地震や津波は分かるが、これからの大雨災害の場合も、地震や津波と同じ

ような避難所になる計画なのか知りたい。

　

　昨年6月と8月に大雨がありまして、8月には避難指示を出しました。その時の

状況によって安全と考えられる場所は変わってくると思う。今回のケースは雨

が止んでいて、今後もこれ以上強く降ることはないであろうという中で、ダム

の水の放流が続いていたため水嵩が増して、川が溢れるという危険性だけがあ

りました。その後の市街地の雨量が増えるということはない状態でしたので、

それらを踏まえて避難をしていただくエリアを決め、そのエリア外に避難所を

設けた結果、あのような形になりました。これが雨の時はあそこだと思ってし

まっては困るので、その時のケースに応じて臨機応変に変わります。今回はこ

の避難所は適切でないと思えば指定しませんし、皆さんの移動を考えると近い

方がよろしいと思いますので、お近くに安全な場所が確保できればそこを指定

したいと思います。

　3月には、一般的な浸水区域やそのエリア内にある避難場所を記載した新しい

防災ハンドブブックを3月25日発行の町広報と一緒に配る準備をしています。そ

こで国や北海道が新たに示した津波の浸水区域などを踏まえて改訂を加えて皆

さんにお知らせしたいと思っています。その中で、どの場所を避難場所として

指定するのかということは、状況によって変わります。あえて遠くを指定し続

けるということはありませんのでご理解いただきたいと思います。

　新しいハンドブックを見ていないので分からないが、大雨の場合は、緑町地

区は静内小学校が避難場所です。今回避難場所を飛び越えて避難指示が静内三

中になったので皆さんが大変だった。できれば地区に避難する場所が町から指

定されていましたから、同じように指定されるのであれば、優先的に近隣の避

難場所にならないかと考えております。

　これまで指定していた施設については、支障がない限りはそのまま指定する

と思います。お近くの避難場所が安全に使える状態であれば避難場所として指

定することはあると思いますが、今回のケースは静内川が氾濫するかもしれな

いという想定の中で、緑町、吉野町、青柳町近辺一体の避難場所は指定できな

いであろうという判断のもとに少し遠くまで行っていただく判断をさせていた

だきました。今後も近くに安全な場所が確保できるのに遠くにしようとは思っ

ていませんが、避難所運営のこともあるので、指定している施設を全て開設す

ることは対処も難しいし、遅れも出てしまいますので、大きなところをいくつ

か指定しながら状況によって徐々に拡大していくという措置になると思いま

す。

　防災の講習会に行くと、自治会として遠くまで行くのは危ないとなると、学
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自治会員Ｆ

自治会員Ｇ

・防災アンケー

　トについて

柴田総務部長

自治会員Ｇ

校が避難場所であれば、管理人がいなくてもドアを破ってでも入れと指導を受

けている。そんなことはしませんが、大雨で静内川が氾濫の危険であれば避難

所で一括指示が出ますか。

　雨によってどのエリアが避難すべき場所になるかにもよりますが、例えば緑

町に住んでいる一帯の方が避難すべき状態にあって、近隣の静内小学校に安心

して逃げていただけるとなれば、大きな学校施設であれば優先的に避難所にな

るケースがあります。保健福祉センターになるかもしれませんが、状況によっ

て確実にそこを避難場所に指定しますという断言はできませんが、状況を見な

がら臨機応変に判断していきたいと思います。

　学校の防災学習も、子どもたちも学校がだめなので、高層の公営住宅や静内

三中に行ったり学校の防災計画も大変です。自治会も合わせていますが、その

当たりを統一できれば助かります。静内小は3階建てで上にフェンスあるのにだ

めなんだとなります。静内三中に行くとなると遠いため制限される。高齢者が

多くて避難できないとなります。その辺りをご配慮いただければと思います。

　防災のお話しがでましたので、防災のアンケートについてと、先日のＳＮＳ

で起きた児童の誘拐事件について、教育長にお聞きしたいと思います。

　防災のアンケートの件については、山手小学校が無くなるため防災倉庫とし

て3階を使えないか。1階に防災グッズを展示して、皆さんに知れ渡るような会

場にしてほしい。2階は事前にダンボールベットを設置し、避難できるようにし

た方が良いのではないかという意見を出しました。

　桜丘小学校も無くなるので、事前に避難した方がいるのであれば、そこに町

の職員を配置し、スクールバスなどを置いておいて、そこに避難ができるよう

にしておけば良いのではないかという意見を総務課に提出した。

　また、坂道の途中に海抜の高さを書いて、中間地点にもあった方が良いので

はないかという意見も出した。返答はもらっていないが考えていただきたい。

　アンケートのご協力ありがとうございました。山手小学校を避難場所に固定

して事前にセッティングをしておくということは、災害が起きた時にどのエリ

アの住民をどこのエリアに逃がすかということは水物で一概に固定できませ

ん。地震が起きた場合もなおさらそうですが、その時の建物の状況にもよりま

すし、津波の到達時間や予想区域にもよるので、山手小学校に逃げることが安

全だという意識付けをすることが住民の命を守ることになるのかというと疑問

が残るところがあります。そのため、備蓄倉庫を設けて、その時に最も適切な

場所を避難場所にして、そこに速やかに避難環境を作ることをしています。先

ほど防災教育で日頃から防災グッズを見られる機会は作っていかなければなら

ないと考えております。

　また、坂道の途中の海抜の件は、予算も関係するのでいい加減な返答はでき

ませんが、自分の今いる場所がどのくらいの高さかを見られるところが多けれ
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・学校での教育

　方法について

久保田教育長

自治会員Ｇ

久保田教育長

ば多いほど良いと思いますので、その充実も持ち帰って担当と検討したいと思

いますので、即答できることはないがご意見として検討したいと伺います。

　あとのことも考えて話しをしているが、行くところがなく避難してきた人た

ちのために、とりあえず待機してもらったり、食べものなどを用意しておけば

良いのではないかと思います。

　桜丘の意見は、自主的に避難したいという人がいれば、事前に職員が待機し

ていて電話がきたところを回れば、高齢者や体が不自由な方にもすごく良いの

ではないかと思い話しをしました。

　教育長にお話ししたいのは、先日あった10代のお子さんが誘拐にあった事件

について、学校ではどのように協議されているのか。今はいろいろなことがで

きる時代になっている。学校では子どもたちにどのように教育しているのかお

聞きしたい。

　ご質問ありがとうございます。今お話しが出た件も含めて、子どもたちはス

マホなどのメディアに触れる機会が大変多くなっています。今に始まったこと

ではありませんが、かなり前からそれぞれの学校の中では、ＳＮＳやスマホの

取り扱いに対しては、かなり時間をかけて指導するようにしています。これは

子どもたちだけではなくて、保護者も含めＰＴＡなどの活動の中でも講師の方

を呼んでメディアに対する取り組みに対して指導するようにしています。来年

度からはアウトメディアといって、子どもたちはスマホやゲームに触れる時間

が長いです。それをセーブするような取り組みをＰＴＡや学校合わせて町全体

の取り組みとして来年度から進めていきたいと思っています。

　いろいろな機会で事件や事故が他で起きていますが、各学校ではその都度、

朝の会などで取り上げて指導するようにして、同じような事件に巻き込まれな

いよう日常的に指導を行っています。

　スマホに関してはいじめなどのこともありますので、そういう教育もやって

いただきたいと思います。

　子どもたちの安心安全を第一に考えておりますので、今後もいろいろな形で

地域の方のご協力をいただいて進めていきたいと思いますでどうぞよろしくお

願いいたします。

閉会挨拶 17:03～　大野町長　

　どうもありがとうございました。

　正直な感想を述べさせていただきます。自治会の問題ですが、私が聞いてい

て寂しくなりました。恐らく皆さんがこれまで頑張ってきて、これ以上頑張れ

ないというところが出たのかと思います。

　ごみステーションの話しも、カラスが寄ってくるところは、カラスがくちば

しでつつかないようにダンボール箱を張って止めるなど、いろいろな工夫をし

ている姿を見てきています。ごみステーションの管理をすることはとても大変

- 11 -



なことです。散らかれば自分で掃除しなければならない。皆さんがこれほど自

治会に対していろいろなことをやってくれて、いろいろなお声をいただいたと

いうことは限界がきているということだと受け止めておりますけれども、恐ら

く抜本的な対策はないと思います。今は札幌市などいろいろなところでも条例

を作っています。条例を作っても自治会活動が今まで以上なものになるかいう

と本当に難しいと思います。ですからこの問題について対策は何をやるかは難

しいですが、まちづくりというのは人と人とのつながりだと思っていますの

で、そこが希薄になってきているということが一番の障害になっていると思い

ます。例えば、公園で遊んでいる子どもが悪いことをしたら怒れない時代にな

ってきています。怒るような人付き合いができる地域であってほしいと思いま

すので、体がきく限り自治会活動をお願いしたいと思いますし、その間にまち

づくりをどうしていくかということは役場で責任を持って検討していきたいと

思いますので、頑張っていただきたいとお願いを申し上げてご挨拶とさせてい

ただきます。

　今後ともよろしくお願い申し上げます。

閉　　会 17:06　 終了
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